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平成２５年度  第３回  まんのう町議会定例会  

まんのう町告示第７６号 

平成２５年第３回まんのう町議会定例会を次のとおり招集する。 

平成２５年８月２７日 

まんのう町長 栗田 隆義 

１．招集日 平成２５年９月５日 

２．場 所 まんのう町役場議場 

平成２５年度第３回まんのう町議会定例会会議録（第２号） 

平成２５年９月６日（金曜日）午前 ９時３０分 開会

出 席 議 員  １４名

    １番 川 西 米希子        ２番 田 岡 秀 俊 

    ３番 合 田 正 夫        ４番 白 川 正 樹 

    ５番 本屋敷   崇        ６番 関   洋 三 

    ７番 白 川 年 男        ８番 白 川 皆 男 

    ９番 大 西   樹       １１番 三 好 勝 利 

   １２番 大 西   豊       １３番 川 原 茂 行 

   １４番 髙 木   堅       １５番 欠     員 

   １６番 大 岡 克 三 

欠 席 議 員 １名

   １０番 藤 田 昌 大 

会議録署名議員の指名議員 

１１番 三 好 勝 利       １２番 大 西   豊 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

   町 長  栗 田 隆 義   副 町 長  栗 田 昭 彦 

   教 育 長  斉 藤 賢 一   総 務 課 長  齋 部 正 典 

企 画 政 策 課 長  髙 嶋 一 博   税 務 課 長  田 岡 一 道 

   住 民 生活課長  森 末 史 博   福 祉保険課長  川 田 正 広 
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   会 計 管 理 者  仁 木 正 樹   健 康増進課長  奈 良 泰 子 

建設土地改良課長  池 田 勝 正   産 業 経済課長  久留嶋 一 之 

   琴 南 支 所 長  雨 霧   弘   仲 南 支 所 長  和 泉 博 美 

   学 校 教育課長  尾 﨑 裕 昭   社 会教育課長  脇   隆 博 

   水 道 課 長  天 米 賢 吾   地 籍調査課長  高 橋   守    

○大岡克三議長  おはようございます。 

 藤田議員より欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○大岡克三議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定により、議長において１１番、三好勝利君、

１２番、大西豊君を指名いたします。 

日程第２ 一般質問 

○大岡克三議長  日程第２、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 なお、田岡秀俊議員の質問は包括方式での申し出があります。 

 ２番、田岡秀俊君。 

○田岡秀俊議員  おはようございます。 

 このごろになりまして、朝晩は少し過ごしやすくなったかなという気はしますけれども、

今年の夏はとにかく暑かったということで、皆さん、それぞれ御自愛いただけたらと思い

ます。 

 それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、ただいまよりトップバッターと

して一般質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 今回、私の一般質問ですけれども、ゼロ・ウェイスト活動の推進を、ごみゼロを目指し

てということでございます。 

 今年の夏は例年以上に暑い日が続きました。高知の四万十市では４１度と日本の最高気

温を塗りかえました。ほかの地方ではゲリラ豪雨により大きな被害が出たところもありま

す。そして最近では竜巻による被害もあったようであります。まさしく異常気象が顕著に

あらわれた夏であったと思います。これも地球温暖化による現象であると思わざるを得ま

せん。ということで、今回は環境問題の一つについて提案し、町長の考えを伺いたいと思



－３－ 

＋

います。 

 ゼロ・ウェイストのウェイストとは、ごみ・廃棄物という意味です。無駄という意味も

あります。 

 先日、徳島県の上勝町を訪れる機会がありました。上勝町といえば、葉っぱビジネスに

よるまちおこしで有名になり、さまざまなところで地域活性化の成功事例として取り上げ

られており、行ってみたいと思っていたところでありました。四国の山深いところにある

町で、面積はまんのう町の半分強である１０９平方キロメートル、うち約９割が森林であ

り、人口も四国で最も少ない１，８００人余りという典型的な過疎の町であります。 

 しかしながら、老人医療費は徳島県下で最下位、全国平均より約２０万円も低いという

ことであります。とにかくお年寄りが元気なまちであります。そのあたりも学ぶべきもの

が多いと思いますが、道を走っていて、目にとまったのが日比ヶ谷ゴミステーションとい

う大きな看板と、２０２０年までにごみをゼロに、上勝町という真っ赤な旗でしょうか、

のぼりでしょうか、でありました。立ち寄ってみると、町唯一のごみ資源の集積所であり

ました。そして、３４から３８もの種類に整然と分別されておりました。 

 この町では、ごみ収集車はないそうで、住民がそれぞれ分別し、この町で１カ所のごみ

ステーションに持ち寄るそうであります。生ごみは各戸に生ごみ処理機、コンポストなど

がいきわたっており、ほぼ１００％堆肥に処理されているそうであります。また、そのご

みステーションのすぐ隣には、くるくるショップ、くるくる工房というごみとは言えない

不用なった服とか日用品のあらゆるものを無料でリユース、リサイクルするところもあり

ます。運営はＮＰＯ法人、ゼロ・ウェイストアカデミーが行っているそうであります。 

 また、近くには、はかり売りの店、上勝百貨店があり、ごみを減らす、リデュースに取

り組むとともに、買い物弱者のために委託販売や宅配もやっているようであります。 

 以上、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を中心とした上勝町における大量生

産、大量消費、大量廃棄社会から持続可能な循環型社会への取り組みの一端を紹介いたし

ましたが、それにより上勝町では家庭ごみのリサイクル率、再資源化率ですが、約８０％

となっているようであります。ちなみに全国平均は二、三十％程度ということであります。 

 さて、我がまんのう町の環境問題、特にごみ処理への取り組みを伺いたいと思います。 

 年間に発生する家庭ごみの量はどれぐらいか、リサイクルステーションまんのうの稼働

状況はどうなのか、そしてリサイクル率は、電気生ごみ処理機、コンポストなどの普及率

はどうなっておるのか。また、焼却施設であります仲善クリーンセンター、最終処分場で

ありますエコランド林ケ谷の状況はどうなのか、総合計画４３ページの数値目標でありま

すけれども、ごみ排出量とかリサイクル率などで達成目標を掲げておりますけれども、そ

の達成ぐあいはどうなのか、ごみを減らすには住民との協働、協力が大切であります。 

 昨年度の医療費削減のように、啓発活動を行う考えはあるのか、持続可能な循環型社会

への取り組みとして今後は何をやるのか、以上のようなことについて町長のお考えをお聞

かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 
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○大岡克三議長  答弁者、町長、栗田町長。 

○栗田町長  田岡秀俊議員の御質問にお答えをいたします。 

 日本における高度成長経済期、そして、それ以後の時期の廃棄物の排出状況は、経済社

会活動の高度化に伴い、国民の排出するごみの量は急激に増大いたしましたが、国の循環

型社会の形成に向けた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正を基本とした各種法整備

により、この１０年ほどの期間は、ごみ全体の排出量は減少傾向にあります。 

まんのう町におきましても、ごみ減量化への啓発等もあり、同様に減少傾向にありますが、

燃やせるごみについては、ここ最近やや増加傾向にあり、燃やせないごみ、資源ごみにつ

いては減少傾向にあります。 

 可燃ごみの増加については、ライフスタイルの変化などにより自家処理されていた生ご

みや、高齢化に伴う大人のおむつの排出増加などによるものと思われますし、資源ごみの

減少についてはインターネット普及による新聞、雑誌の購読量の減少による紙類の排出量

が大きく減少してきたことが主因であると思われます。 

 この中で、燃やせるごみの増加は解決すべき問題であり、削減につきましては４Ｒ（リ

フューズ、リデュース、リユース、リサイクル）活動を中心に、より強力に啓発してまい

りたいと考えております。 

 それでは、御質問の個別案件について、お答えをいたします。 

 まず、１年間に町が収集するごみの量は、平成２４年度実績で燃やせるごみが１，６９

６トン、燃やせないごみが３７２トン、粗大ごみが７トン、資源ごみが７６６トンとなっ

ておりまして、ごみの総量は２，８４１トンでございます。また、リサイクルステーショ

ンまんのうにおいて、作業を行う日数、すなわち稼働日数は平成２４年度実績で２４０日

で、業務の内容は、収集した資源ごみの再分別と集積管理、空き缶類の圧縮及び処理業者

の施設までの輸送が主な業務であります。なお、リサイクル率につきましては、後で説明

いたします。 

 次に、電気式生ごみ処理機と生ごみ処理容器の普及につきましては、実態調査が出てき

ておりませんので、購入補助金の支出件数をお答えさせていただきますとともに、合併後

７年間で電気式生ごみ処理機は２０４件であり、１年当たり約３０件程度。また、コンポ

スト容器につきましては７年間で４３件で、年平均約６件となっております。 

 次に、収集したごみの処分場についてですが、燃やせるごみの処理施設である仲善クリ

ーンセンターについては、平成９年から善通寺市、琴平町、旧仲南町、旧琴南町、旧満濃

町の１市４町で供用開始し、平成１１年度からは、中讃広域行政事務組合が引き継ぎ運営

しており、現計画終了は平成２９年９月となっております。平成２４年度には家庭ごみが

７，９２０トン、事業系その他が３，４９４トンで、合わせて１万２，２１２トンのごみ

が焼却されております。 

 また、エコランド林ケ谷は、中讃広域圏の２市３町の燃やせないごみの処分場で、平成

１１年から供用を開始いたしまして、現計画では平成２５年度までとなっており、平成２



－５－ 

＋

４年度の２市３町の投入量は８，０７６トンで、２４年度までに１４万１，３５１トンが

投入されており、これは計画投入量２６万２，３６０トンの約５４％に当たります。 

 次に、まんのう町総合計画の数値目標の達成率につきましては、まず、ごみの資源化の

目標数値３０％に対して、平成２４年度資源化率が２６．９％で未達成となっております。 

 平成２２年度には２９％となった後、２３年は２８％、２４年は２６．９％と低下傾向

にありますが、これは先に述べましたように、新聞紙等の排出減少により資源ごみが減少

したためです。 

 もう一つの総合計画の指標であります１人当たりのごみ排出量ですが、目標値４００グ

ラムに対して、平成２４年度実績は３９１グラムとなっており、目標をクリアできており

ます。 

 最後に、ごみの減量及び資源化に住民と町との協働や協力が大切であるが、医療費削減

のように啓発活動を行う考えはないか、また、持続可能な循環型社会のへの取り組みとし

て、今後何をやるのかとの御質問にお答えいたします。 

 ゼロ・ウェイストは、２００２年にイギリスの経済学者マレーによって書かれた焼却処

理の割合が高いイギリスの廃棄物政策への提言書として書かれたもので、企業、自治体、

政府の行うべきことを提案しており、これを進めることにより有害物質を排出せず、二酸

化炭素など排出による地球温暖化を進行させない、そして資源再利用により資源枯渇を防

ぐための道筋を示したものと言えます。 

 日本では、循環型社会形成推進基本法によって、発生抑制や再利用、再生利用を適正処

理よりも優先するというごみ処理の指針が示されましたが、依然として焼却や埋め立てな

どの割合は高いようです。このような現状から、無駄な資源をゼロの状態へと移行するた

めに自治体ができることは、４Ｒや堆肥化などの施策を推進していくことであり、上勝町

は、これにいち早く取り組んだものであります。 

 まんのう町におきましても、４Ｒ活動を今後一層推進し、環境保全や資源保護の目標達

成が可能なごみ政策を進める上で、より一層の協働を進めることは重要な課題であると考

えております。 

 なお、今後の町財政運営を考えますと、３年後の交付税の合併特例期間終了に伴い、一

層の歳出の削減を求める必要がありますので、住民に御理解いただける政策であることが

前提として、効果的かつ効率的なごみ処理のための新たな取り組みは必要と考えておりま

すので、ゼロ・ウェイスト活動や、この政策を進めております自治体の取り組みを研究し、

検討いたしたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  ２番、田岡秀俊君。 

○田岡秀俊議員  町長のほうからいろいろと詳しい数字を上げていただきながら、説

明を受けたわけですけれども、まずリサイクル率、目標が達成されておらない。目標値３

０％に対しまして、先ほどの説明では２６．９％ということで未達成ということの説明で

したけれども、このリサイクル、先ほど私言った中でもありますけれども、上勝町ではリ
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サイクル率８０％前後で推移しとるということです。 

 リサイクル、リサイクルと言いますけれども、先ほど町長のおっしゃられました４Ｒ、

４Ｒですかね、リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル。リサイクルというのは

最後の手段なんですよね。リフューズ、要らないものは最初からつくらない、もらわない

という活動がまず一番大事なこと。この後、リデュース、できるだけ減らすという取り組

み、それからリユース、再利用する。そして最後にリサイクル、この後にリペアとかいろ

いろありますけれども、４Ｒの取り組みはこれからも推進していくということですので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、答弁の中で生ごみの処理のほうですけども、これは購入補助の件数からいっ

て、余り行き渡っていないのかなというふうな印象を受けております。まんのう町の場合、

ごみ処理の方法で、生ごみは乾燥させて可燃ごみで出してもよろしいということになって

おるようです。しかしながら、先ほどの上勝町のほうでは、ほぼ１００％コンポストなり

電気処理機が行き渡っていて、ほぼ１００％堆肥のほうにされておるということですので、

そういうことも少し見習うべきではないかなというふうに思っております。 

 それと、再質問ということですので、ちょっと聞かせていただきたいんですけど、可燃

ごみの焼却施設であります仲善クリーンセンター、さっき町長の説明では、平成２９年の

９月まで、あと４年ですね。施設としてはどのぐらい利用されておるのか、それから住民

からも私聞かれることがあるんですけれども、奥の古い施設は地震とかそういうときに危

ないんじゃないかなと思うんですが、あれ大分古いですよね、あれをどうするような、こ

れ中讃広域の問題ですけれども、話がされておるのかということ。それから最終処分場の

エコランド林ヶ谷、これは来年の３月で一応契約が切れるということで、現在５４％埋め

立てられておるということです。その後、現在どういうふうに契約更改とかそういう問題

もありましょうけれども、されておるのか、そのあたり。 

 それから、私の提案で住民の協力、協働が要るという提案をさせてもらいましたけれど

も、そのお願いするときに、やはりこれだけごみ処理にはコストがかかっておるんだとい

うことをやっぱりある程度示さなければならないということで、住民１人当たり、年間、

キロ当たりでもいいですけれども、ごみ処理のコストは人件費も含めて、人件費のほうは、

それだけにかかわっておるという部分ではないですから、ある程度案分しても概算でしか

出ないと思いますけれども、どれぐらいかということ、わかれば教えていただきたい。そ

のあたり、わかりましたら、よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  住民生活課長、森末史博君。 

○森末住民生活課長  田岡議員さんの再質問にお答えいたします。 

 仲善クリーンセンターの施設のことについてお答えしたいと思います。 

 まず、仲善クリーンセンター、稼働率については今すぐにどれぐらいかということがち

ょっとわかっておりませんので、それはお答えできないんですが、奥の古い施設の部分に

ついてです。仲善クリーンセンターの奥にあります旧の焼却施設、これにつきましては善



－７－ 

＋

通寺市と琴平町によって建設されまして、昭和４５年３月に完成いたしております。平成

９年度までは仲多度塵芥処理組合、こちらによりまして使用されておりました。昭和５１

年からは仲南町と琴南町が、また平成５年からは満濃町がごみ焼却を委託して行っていた

だいておりました。 

 現在の仲善クリーンセンターの使用期限が平成２９年９月となっておりまして、これに

伴いまして、関係市町や中讃行政事務組合におきましては、引き続きクリーンセンターを

継続していきたいという考えを持っております。そのために、また地元のほうとの交渉・

協議を行っていかなければなりません。協定を結ぶ必要がございます。その中で、関係市

町及び中讃広域行政事務組合、こちらのほうで早い時期に旧施設は撤去していきたいとこ

のようには考えております。 

 それから、エコランド林ヶ谷のほうですが、エコランド林ヶ谷、こちらにつきましては

施設の利用計画や地元自治会との契約の期限が平成２６年３月までとなっておりまして、

中讃広域行政事務組合及び関係市町といたしましては、平成２１年ごろから継続して使用

したい旨伝えてまいっております。途中、塩害等の問題もありまして、交渉が十分できな

かった時期がございましたが、現在は浸出水の処理施設、それから用水確保の工事等が完

了しまして、塩害問題に区切りがつきましたために、早期に契約を締結すべく、現在、中

讃広域行政事務組合と関係市町におきまして地元自治会と交渉を進めている途中でござい

ます。引き続き利用をさせていただければという形の交渉をさせていただいているところ

でございます。 

 もう１件ですが、住民１人当たりのごみの使用のコストについてということでございま

した。まんのう町広報のほうで、毎年といいますか、ここ数年ですが、掲載させていただ

いておりますのが、ことしはまだ掲載時期に来ておりませんで、それについてお答えさせ

ていただこうと思っております。 

 ごみの収集からリサイクル、または処分までに要する費用ですが、歳出費用のみで考え

ますと、１キロ当たりのごみの処理費用、こちらのほうは全てのごみを含めまして、平成

２４年度で４１円です。それから、１日１人当たりの費用、こちらになりますと１６円と、

これはごみ費用を人口で割って３６５日で割って出したものでございます。それから、ご

み袋販売収入や資源ごみの販売収入を歳出から引いて考えますと、こちらになりますと、

１キロ当たりのごみ収集費用は３５円、それから１日１人当たりの費用は１４円というこ

とになります。 

 このような形で、ちなみに平成２３年度におけますごみ袋販売収入とごみの販売収入を

歳出から引いて考えたもの、後から答えた数字ですね、それと比較しますと、２割５分ほ

ど安くなっているというような状況でございます。以上でございます。 

○大岡克三議長  ２番、田岡秀俊君。 

○田岡秀俊議員  数字を出していただきましたけれども、今、最後のごみの処理コス

ト、１キロ当たり４１円、１人当たり１日１６円、これを高いと見るか安いと見るか、人



－８－ 

＋

＋

＋

＋

それぞれでしょうけれども、これだけのコストがかかっておるということを住民の皆さん

にも認識していただいて、少しでもやはり減らす努力を、啓発活動をしていただけたらな

というふうに思っております。 

 このごみの問題に関しましては、過去に大西議員さんとか関議員さんとか、さまざまな

方が言っておられましたけれども、私も漫然と聞いておった部分もあるんですけれども、

上勝町のほうへ行って、ああ、やっぱり大事なんだなというふうなことを再認識いたしま

した。それで、今回、一般質問させていただくというふうなことになったんですけれども、

その中でも一番問題なのは、廃プラの処理なんですよね。原因かどうかわからんですけれ

ども、林ヶ谷のほうで塩害の被害が出たというふうなこと、そのあたりも関係しとるかど

うかはちょっとわからないんですけれども、今現在、廃プラの処理は全国的に３種類ぐら

い処理の方法をやっているようです。 

 マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクル、燃やすというのも

一つのリサイクル、サーマルリサイクル、熱源として利用して、それを丸亀市のほうでは

やっておるようです。施設的に、そういう温度が高い温度で処理できるところでなければ、

いろんなダイオキシンとか、そういうふうな問題でできないと法律で決まっていて、８０

０度以上でしたかね、そういう施設でなければできないと。それで最近では廃プラ、そう

いうふうにリサイクルとして、その分一緒に燃やせば、その分重油とか石油が、もともと

石油ですからね、要らないということで、リサイクルといえばリサイクルになるんかもわ

かりませんけれども、燃焼させるという部分については、これは地球温暖化のためにどう

なんかなという気はいたしますけれども、今、日本ではそれが主流になっていると、それ

から、もう少し技術が発達してくれば、あとのケミカルマテリアル、リサイクルのほうへ

回せる、その比重がふえてくるんではないかなというふうには思っております。 

 それから、香川県でも特に三豊市が熱心に取り組んでおります。ごみ処理、この３月議

会でしたかね、新聞のほうで、市長のほうがごみという表記を全て資源と表記し直すとい

うふうなこと、これ奇抜な意見だなというふうにちょっと僕も注目したんですけれども、

いろいろ調べていましたら、もう何年も前からやはりそういうふうに三豊市の横山市長で

すか、熱心に取り組んでおるのがよくわかりました。 

 それで、ことしからトンネルコンポストというのを実用化するようであります。もうご

みは焼却をしないという画期的な方法であります。トンネル、５メートル角くらいの半円

形のトンネル、二、三十メートルですかね、そういうところでもう乾燥・発酵させて、あ

とは分別して固形燃料と、それから資源のほうへ回せるものは資源に回すというふうな取

り組みを始めたようであります。そのあたりもまた勉強になる部分があるのではないかと、

参考になる部分があるのではないかと思いますので、またいろいろと研究していただきた

いと思います。 

 それと最後、町長のほうの答弁でありましたけれども、私が言った部分で協働のまちづ

くりのために住民に対しての啓発活動、４Ｒを中心に取り組んでいくというふうなことで
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ありますけれども、地球温暖化の防止のためには、やはり小さな町ででもそうやって取り

組んでいるところが全国に何カ所もあります。やはり、そういうところは見習って、それ、

リサイクルをするというたらリサイクルはコストがかかるんですよね。今かかってもやっ

ぱり将来を見たらどうなのかというところも考えて、今は一時的に費用はかかっても、こ

れは先のことを考えたらやっぱりやらないかんということは、ぜひやっていただきたいと、

そういうふうに思います。 

 それから、こういういろんな資料、議会の資料でもいろいろ私ももういっぱいもらって、

もうどこへ何がいたやらわからんようによくなるんですね。そういうふうなことで、最近

では、こういうⅰＰａｄのようなタブレットをね、もう議会で導入しているところもある

んです。自治体のほうで導入しているところもあります。これに全てデータを入れる、そ

してこれからすぐ引っ張る、そういう取り組みを始めておるところも全国に何カ所かあり

ます。これはもう本当にこういう資源というか、最終的には全部ごみになるんですよね、

そういうところからもぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 最後、町長のほうにもう一度考えを伺いまして、私の質問を終わりたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田町長。 

○栗田町長  今後の社会におきまして、循環型形成社会を形成していくというのは非

常に重要と考えておりますので、議会の皆さん方とも一緒になって推進していきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  以上で、２番、田岡秀俊君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、大西豊議員の質問は一問一答方式での申し出があります。 

 １２番、大西豊君、１番目の質問を許可いたします。 

○大西豊議員  ただいま発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質

問を行います。 

 質問１番目として、まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業に係

る事業契約について、契約違反が明らかになった以上、契約を見直すべきと考えるが、ど

のように考えておられるか。 

 この契約は平成２３年８月３０日、まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施

設整備事業にかかわる事業契約の締結について、まんのう町は本体業務の優先交渉権者で

ある大成建設グループの代表企業及び構成員並びに図書館運営業務優先交渉権者でありま

すリブネット・宮脇書店同企業体の構成員が出資して設立した株式会社まんでがんパート

ナーズと平成２３年８月２５日付でまんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設

整備事業契約の仮契約を締結し、民間資源の活用による公共施設等の整備の促進に関する

法律第９条の規定により、平成２３年第５回まんのう町議会臨時会に議案の提出を行い、

同年８月３０日に議決を得て、同仮契約は本契約として効力を生じたので、ここに公表す
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る。平成２３年８月３０日、まんのう町長、栗田隆義。事業名、まんのう町立満濃中学校

改築・町立図書館等複合施設整備事業。事業の場所、仲多度郡まんのう町吉野下字杉上９

５７番外。契約期間、自平成２３年８月３０日、至る平成５０年３月３１日、約２５年間。

契約金額、８１億５，９３４万３，５５５円。契約相手方、仲多度郡まんのう町買田１７

５番地の２、株式会社まんでがんパートナーズ、代表取締役、青木隆行のＰＦＩ事業につ

いて。 

 町長はこれまで、大成建設は世界のスーパーゼネコンであり、ＰＦＩ事業について町長

みずから全責任を負いますとの発言をされ、私も議案に賛成した議員として、今責任を痛

感しておるところであります。契約を見直すべきと考えますが、私も在任期間、あと６カ

月足らずとなり、早急に結論を出さなければならなないと考えるが、町長の所見をお伺い

したい。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  大西豊議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業は、一昨年の８月３０日

の臨時議会での議決を経まして、平成５０年３月３１日までの２５年間の長きにわたり、

満濃中学校、町民体育館であるスポーツセンターまんのう、町立図書館の施設整備及びこ

れら施設の維持管理並びに図書館などの運営について、株式会社まんでがんパートナーズ

と契約を結んでいるものでございます。 

 今般、町民体育館のアリーナの壁に穴があくという事故の発生により、本町に説明のな

い設計変更がなされているという事実が発覚をいたしました。アリーナの壁につきまして

は、ＮＨＫのど自慢が町民体育館で開催されることが決定しておりましたので、８月に入

って補強工事を行い、つい先週末に完了いたしたところでございます。町に説明がなく設

計変更がなされるということは契約違反と考えております。 

 今後、このような事態になったことは、どこに原因があったのか、第三者機関に十分究

明、検証をまず進めていきたいと思います。その調査の結果、議会また専門家とも十分相

談をし、今後本町にとって、どのようにするのが最も得策であるのかということを一番に

考えていきたいと考えておりますので、御理解賜りたいと思います。 

○大岡克三議長  １２番、大西豊君。 

○大西豊議員  今、町長の答弁がありましたけど、私も町長も同じですけど、議員と

か町長の在任期間は来年の４月までです。もうあと６カ月足らずでございます。お互いに

責任を果たすためにも、やはり早期に解決することが非常に重要でありますので、いつま

でに結論を出すとお考えであるか、まず１点目、お伺いします。 

 それと、先般ＰＦＩ事業の特別委員会の中で設計会社、監理会社の山下設計事務所から

の聞き取りによりますと、山下設計としては、体育館の壁が９ミリの合板が６ミリのケイ

カル板に変わった件、もし相談があれば、使用していない。こういうことはもう誰が考え

ても違法行為であります。また、破壊検査をしてわかったことですが、竣工図との食い違
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いが多く、仕様書と現場が合致しているかどうかの検証ができていない。そういうことと

か、写真がないとか、工事監督責任者が十分責務を果たしていないとか、問題がたくさん

出てきておりますし、その席で山下設計の責任者の方は、ほかの施設についても問題があ

るかどうか自信を持って言うことができない。現場の工事責任者が、対価を払っての責任

者がそういう発言をしておりますので、やはり本当にこれは重大な問題であると思います

ので、早期にやはり結論を出していただきたいと思います。わかっていくごと次々指摘を

し、住民にわかる形で説明責任を行ってもらいたいと思います。 

 また、それ以外にも町に無断で壁の変更、壁の破壊してわかった竣工図におきましても、

耐火ボードについても仕様書どおりでなかったようです。また、軽量鉄骨、これは正面の

ステージの部分ですが、３分の２ということで、実際の竣工検査とも違っておりました。

また、胴縁をとめるアンカーボードの不足とか、またそれ以外にも数々の竣工検査と違っ

た施工方法がなされとったということがもう既にわかっております。こういうことから見

てでも、早急に結論を出すべきではないかと思いますが、再度、町長にお伺いいたします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  大西豊議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 大西議員さんのほうから、早急に結論を出すべきではないかという御提言をいただきま

した。私も全くそのとおりであると思っております。町民の皆さん方も、こういう事件が

起こったということで、早く原因を究明し、結論を出してほしいという、多くの方が願っ

ておるものと思っております。しかしながら、いつまでに結論が出せるのかという質問で

ございますが、これに関しましては、先ほども申しましたように、今いろんな面で検証を

していかなければいけない面がございます。今の竣工図と現場が合致しているかどうか、

またそれらが全ての建築基準法とか法に違反していないかどうか、また、我々町との契約

がきちんと守られているのかどうか、その他いろいろ検証していかなければならないこと

がございます。構造計算もしかりであると思います。そのような中で、やはり私は早い時

点で第三者機関に調査をお願いしたいと考えておるところでございます。 

 この第三者機関についてでございますが、先ほども申しましたようにかなり専門性の高

いものになると思います。また、その調査報告書をもとに私たちはこれからの方針を決め

ていくわけでございます。当然、調査結果によりますが、裁判というような事態も十分考

えられると思います。そのようなときに、その調査報告書の内容をきちんと責任を持って

証言台でも発言していただけるような、そういった委員の責任のある専門家集団の委員の

方に検証していただくのが私は一番であると思っております。 

 そういうことで、私といたしましては、そういった専門家の集団に、第三者の機関に早

く調査を依頼をしていきたい、これが一番であるというふうに思っております。 

 大西議員さん御指摘のように、今回のアリーナの壁の問題でいろんな問題が指摘をされ

ました。それらも含め、それ以外の面も含めて全ての検証をするということでございます

ので、かなりの相当な期間も要すると思いますし、専門性も要すると思いますし、それら
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の一つ一つの報告書の内容を当然責任を持っていかなければいけないというふうに考えて

おります。 

 そういうことを総合的に判断しても、どこへ早く委託するかということをまず打ち出し

て決めていくことが一番であると思います。もし、その委託先が決まれば、そこといつま

でにそういった報告書が出るのかというようなことも十分打ち合わせをしていきたい、今

の時点でいつまでに結論が出せるということは、ちょっと申し上げにくいと思っておりま

す。まずは、第三者機関に委託すること、これがまず一番早く決めていかなければいけな

いことだというふうに思っております。 

○大岡克三議長  １２番、大西豊君、再々質問を許可いたします。 

○大西豊議員  先ほども申しましたけど、私たち議会議員、町長も同じですが、やは

り任期のある間に起こったことは任期の間に処理するのが私は適正ではないかと思います。

もう既に、この工事監理者、山下設計も認めているじゃないですか。相談なくして大成建

設が勝手にしたということと、それと今、破壊検査をしたときに胴縁のピッチについても

規定どおりでなかったということも明らかではないですか。また、胴縁の反対側の軽量鉄

骨についても設計どおりでないのではないでしょうか。それと、ランニングコースについ

ても破損してわかったことは、１２．５の２枚であるにもかかわらず１枚であるというこ

とが町も確認しているではないですか。 

 そういうことを踏まえてでも、やはり私は我々の任期中に結論を出すことが我々の使命

だと思いますが、再度お伺いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  先ほどもお答えいたしましたように、任期中、あと６カ月ぐらいでござ

いますが、その間にこれが完全に解決できるかどうかということは、私は申し上げられな

いと思います。まずは、一番にその調査報告をいただくという、それを依頼するというこ

とが一番でございます。それにつきましては、依頼先をとにかく早く決めて、任期内に報

告書を出していただけるようなことを画策していかなければならないと思いますし、その

調査結果により、今後どのような方策が考えられるかなど十分考えていかなければいけな

いと思いますので、私といたしましては、早い時期に第三者の専門家機関に委託をしてい

きたいと考えております。 

○大岡克三議長  以上で、１番目の質問を終わります。 

 続いて、２番目の質問を許可いたします。 

 １２番、大西豊君。 

○大西豊議員  ２番目、平成２４年度個別外部監査について。工事監理業務において、

監査が十分できていないので、再度チェックをさせるべきではないか。 

 監査報告によりますと、今回個別監査の概要によると、監査の種類として地方自治法に

基づく個別外部監査、監査のテーマにとして、まんのう町満濃中学校改築・町立図書館等

複合施設整備事業において、まんのう町の官民連携手法により締結する事業の安全かつ最
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適に実施され、公共サービスレベルの維持向上が図られることを監査するものである。 

 監査の方法として、株式会社まんでがんパートナーズ（以下ＳＰＣ）の構成員及び協力

企業へのインタビューと必要資料の収集、要求水準書のレビュー、まんのう町関係者への

確認等により、対象業務要求水準書により適正に行われているかについての監査を実施し

た。 

 監査の実施期間及び対象、平成２４年１０月２９日、まんのう町及び総括マネジメント

チームから、４月以降の状況についてインタビューを実施した。以後、コンソーシアム構

成メンバーを業務担当別に割り当てをし、個々に監査業務を実施した。 

 当該個別監査は、平成２５年３月３１日の監査報告書提出により終了する。 

 監査の対象は、まんのう町と協議をした結果、本事業のうち、総括マネジメントの業務、

整備対象施設に係る施設設計業務、次の各業務の準備業務、ＰＦＩ事業者の資金調達業務、

地域再生支援利子補給制度、ＰＦＩ社による認可取得、周辺住民・環境への影響・対策業

務、ＳＬＡ・ＫＰＩの設定について実施することとし、また、まんのう町との協議により、

原則的に平成２５年２月２８日までに資料が入手できた業務に関して実施する。ここが一

番重要でありますが、資料が入手できた業務に関して実施するとなっております。 

 次に、以上の基本設計に準じた妥当な実施設計であること、そしてまんのう町の要求水

準にも合致していることを確認した。 

 管理業務、監査の概要、工事監理業務は本体事業の施設整備工事に関して要求水準及び

実施計画書に示された性能を実現するために行われる。 

 監査に際しては以下の資料を参照した。 

 まんのう町の業務要求水準書、要求水準確認書計画、工事監理報告書、実施設計書、定

例会設計建築協議会議事録。 

 議事確認等については、まんのう町並びにＰＦＩ事業者の設計共同企業体に対し、ヒア

リング等、問い合わせで行った。 

 監査の結果、工事監理方法が示されているが、監理の方法は平成２４年２月１日にＳＰ

Ｃより提出された工事監理の要求水準確認計画書により確認でき、監理者は山下設計、シ

ーラカンスＫ＆Ｈ同企業体となっている。 

 共同企業体の株式会社山下設計とシーラカンスＫ＆Ｈ株式会社であり、組織表によると、

株式会社山下設計が幹事会社である。また、設計の共同企業体の幹事会社である大成建設

株式会社を外す形で工事監理者が構成されている。これは施工者である大成建設株式会社

と工事監理者との独立性が確保されており、有効的な監理体制が構築されていると言える。

しかし、現実は大成建設が主導で行われており、チェック機能ができていないのが現実で

はなかったかと思います。 

 設計図書の内容を把握すると、施工者からの質疑に対する対応、設計者の構成員２社に

監理を実施する体制となっており、設計図の内容把握、質疑に対する対応は問題ないと判

断する。建築主、設計者との確認は総合定例会議でフォローされている。 
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 総合定例会議、施工監理会議は、まんのう町満濃中学校改築対策室、満濃中学校、まん

でがんパートナーズ、設計者、工事監理者、施工者が出席しており、建設にかかわる関係

者が一堂に会して議事が認められ、妥当性を確認した。 

 設計図書に明らかにした施工図、工事材料、設計器具等の検討及び報告、工事監理者に

対して聞き合わせを実施し、示された工事監理者確認リストを確認した。 

 施工図について、工事関係者による確認がなされていることが示されている。 

 工事材料について、工事資材一覧表、使用材料一覧表において、工事監理者、山下設計

ですが、による確認がなされていることが示されている。ここも大事だと思います。山下

設計に確認がなされていることを示されているという文章があるようです。しかし、確認

もせず９ミリから６ミリに無断変更された体育館の壁が破損したわけであります。 

 という監査の報告でありますが、まず、最初に１番目の質問として、問題としての地元

業者に発注した体育館の壁、破損部分の建設工事業務、木造造作工事ついて。これは、昨

年、平成２４年１０月２９日、個別監査の１級建築士、永野利枝さんが監査結果を出して

おります。 

 発注促進計画書記載、発注予定金額、地元業者がした、現在、問題になっている分が含

まれておりますが、３，１００万について、以下のように妥当性を検証した。 

 公的価格調査資料に記載のない項目が多いため、大成建設作業所長に対しヒアリングを

実施し、町内企業社の提出した見積もり金額と発注予定金額を比較検討した。 

 以下、町内企業の提出した見積もり内訳であるが、合計金額を比較すると、材料費が１，

９７０万余り、大工手間が９８６万、搬入費用が３２万、雑費経費が１７６万、合計で３，

１６８万弱、上記の金額３，１６８万１，１６６円に対し、３，１００万円で発注予定で

ある。 

 妥当性の検証。結果から、見積金額に対する発注予定金額の比率９７．８％となり、本

契約は妥当であると判断するとあるが、なぜ、体育館の壁、破損部分について、寸法・長

さ・諸元の公的科学調査資料が大成建設が提出されなかったのか。他の町内企業に発注し

た部分については、このとき同時に発表された資料、例えば建設工事業務、金属製屋根工

事について約２，１００万については、寸法・長さ・材料の平面単価、事細かく２，１０

０万にもなりますけど、３枚にわたって諸元が載っております。もし、この個別監査の監

督に当たった永野利枝さんの指摘にもあるように、公的資料がない、これがなかったら町

が指示するべきじゃないんですか。 

 恐らく、３８０万も払って外部監査をしとるんでありますので、それは監査の人が公的

資料がないということは、大成が資料を出してきていないということは、町が要求水準に

合うように要求するのが私は妥当と思いますが、その点についてもお伺いします。疑問に

思いますので。 

 次、２番目の問題として、工事監理方法について。監理方法は、平成２４年２月１日、

ＳＰＣより提出された工事監理の要求水準計画書による確認はできる。監理者は山下設
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計・シーラカンスＫ＆Ｈ共同企業体共同企業体となっている。共同企業体の構成は、株式

会社山下設計と、シーラカンスＫ＆Ｈ株式会社であり、組織表による山下設計が幹事会社

である。また、設計者の共同体の幹事会社は大成建設で、工事監理者を形成されている。 

 この施工者は、大成建設と工事監理者の独立性を確保されており、有効な監理体制が構

築されていると表現されておりますが、実際は、大成建設が主導でチェックされていない

ということが今日判明しております。そういう問題について、町長はどのようにお考えで

すか。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  大西豊議員の御質問にお答えをいたします。 

 まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業についての個別外部監査

についての御質問ですが、この監査は、本事業におけるそれぞれの業務が要求水準に基づ

いて適切に実施されているかどうかを判断していただく監査でございます。 

 工事監理業務の監査の方法といたしましては、事業者の作成した要求水準確認計画書、

毎月、本町に提出された工事監理報告書並びに施工監理協議会の議事録などとともに、そ

の確認や事業者へのヒアリングなどにより実施されたものでございます。 

 監査の内容といたしましては、工事監理方針において工事監理体制が構築されているか

どうか、また、設計図書の内容の把握や施工者からの質疑に対する対応がなされたかの判

断をしていただいたものでございます。 

 その結果といたしまして、工事監理業務の実施全般について妥当な監理が行われている

との監査結果報告を受けておるところでございます。ただ、体育館の事象のような事態に

なったことは、工事監理業務が適正に実施されていなかったとの疑いは拭い去れず、早急

に原因を究明してまいりたいと考えております。 

 また、木材供給単価についてでございますが、さきの全員協議会でも御説明いたしまし

たように、木造・造作工事についての下請負金額が適正かどうかの委託調査を行った中で、

適正であるとの報告を受けてまいっておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 なお、我々は通告書に基づいて答弁を考えております。大西議員さんの通告書には、

「平成２４年個別監査について、工事監理業務においての監査が十分できていないので再

チェックさせるべきでないのか。去年の１０月、木材供給単価、公的単価。」これだけの

通告質問でございますので、今いろいろ質問いただいた内容については、まだ十分調査が

できておりません。 

○大岡克三議長  １２番、大西豊君。 

○大西豊議員  今、これだけ住民の方がわいわい言うて、ＮＨＫがのど自慢するのに

町長の念書を取るような事態になっておる案件であります。 

 これは、私は既にもらった資料、平成２４年１０月２９日の外部監査、約３８０万円払

った中の資料です。私もいろいろ忙しかって、きのうもう寝ずの資料を見ている中で、こ

れにぴんときましたので、これをよく読んでみれば、恐らく、もう一回読んだらすぐわか
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ると思います。再度、読ませていただきます。 

 ここにヒントがあったわけですよ、これ。発注促進計画書の中でな。公的価格調査資料

に記載のない事項が多いため、多いと問題提起しとんですよ。ほんで、その前の屋根の部

分については、金額が２，０００万であるのに、もう３ページにもわたって材料の寸法と

か厚さとか長さとか、平面当たりの単価とか全て書いておりますよ、これ、町内業者に対

して。 

 反対に言えば、意図的に去年の１０月、これは要求水準書を、我々素人ではわかりませ

んけど、今回ＰＦＩ事業で出てきた言葉ですけど、要求水準書ということは言葉で誰が見

てでも公平な価格であるということを示すための資料だと私は思います。 

 町長、お願いしたいんですけど、これ永野さんに再度チェックしてもらう意思はあるん

ですか、ないかお聞きしたいということと、その前に、こういうこと書いてあるんですね、

これ、監査の報告の前に。まんのう町との協議により、原則的に平成２５年２月２８日ま

でに資料が入手できた業務に関して実施する。ということは、壁が落ちたところの部分に

ついては、破れた部分については資料がないからしないということにもなるんですよ、こ

れ。 

 これは、もうちょっと、３８０万も使うんですから、町長、慎重に外部監査をお願いし

ていただくことと、再度、今回も恐らく同じ会社に外部委託していると思うんですけど、

コンソーシアム構成メンバーというとこでしとると思うんですが、私はお願いすべきだと

思いますが、その点について再度監査をしていただくようお願いできるのかどうか、この

件について。 

 それと、この資料を見よっても、この間の特別委員会においてでも、設計監理会社が、

もう明らかに違法であるということを認めておりますよ、それは。相談があれば絶対こう

いうことはしないとか、ある一方では、この監査の聞き取り調査の中では、大成建設をの

けて山下設計が幹事会社として独立性を保っておるということを設計会社が認めておるん

ですが、これはもう覆されたんですから、そういうことも含めて私は再度監査をするべき

だと思いますが、再度お伺いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  大西議員さんから、いろいろ御質問をいただきました。通告書の中には、

忘れておりましたが、詳細は金曜日までにというふうに書かれておりました。詳細が出て

くるものと我々も期待をしておりましたが、出てきませんでしたので、詳しいことについ

ては我々も答弁書を準備いたしておりません。 

 また、監査についてでございますが、議会のほうからそういう指摘があったということ

で、外部監査のほうには相談をして決めたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○大岡克三議長  １２番、大西豊君、再々質問を許可いたします。 

○大西豊議員  もう基本的には３８０万出しての外部監査でありますので、その点に
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ついては、その時点で永野利枝さん、一級建築士の方、女性の方でしたが、そこまで指摘

しとんですから、その続きはやっぱりしてもらいたいと思います。 

 通告書にないということでございますが、私も議員、昭和６２年の８月からしておりま

すが、先輩から聞いたところによりますと、一般事務に対する質問であり、執行者はやっ

ぱり答えるべきであるということも先輩から聞いておりました。私はそういう中で、もう

あと在任期間６カ月でありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  我々といたしましても、議員さんの質問には真摯に詳しく答える用意は

できておりますが、なかなか詳細な通告書が出ておりませんと、そこまで想定問答集とい

うものもこしらえておりますが、なかなかお答えができないことは事実であろうと思って

おります。 

 また、いろいろ壁の問題等御指摘がありましたが、これにつきましては今後も第三者機

関、専門家集団にそういった検証を十分していただきたいと思っておりますし、大西議員

さんのほうから監査が十分でないということは監査にも伝えまして、今後、どういうふう

に対処するかということを決めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○大岡克三議長  以上で、１２番、大西豊君の発言は終わりました。 

 ここで、議場の時計で１１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１０時４４分 

               （大西豊議員・三好勝利議員退席 午前１０時４４分） 

再開 午前１１時００分 

○大岡克三議長  それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、川西米希子議員の質問は包括方式での申し出があります。 

 １番、川西米希子君。           （三好勝利議員着席 午前１１時３分） 

○川西米希子議員  議長のお許しをいただきましたので、ただいまより私の一般質問

をさせていただきます。 

 胃がん対策について。胃がん対策、具体的には胃がんリスク検診（胃部ＡＢＣ検診）の

導入についてお伺いをいたします。 

 同検診は、血液を採取し、胃がんの主原因とされるヘリコバクター・ピロリ菌の感染の

有無と胃粘膜の萎縮を調べることで、胃がんを発症するリスクを判断するものです。ピロ

リ菌の感染が確認され、精密検査によって慢性胃炎等と診断された場合、ピロリ菌の除去

治療を行うことによって、胃がんの発症を未然に防ぐというものです。 

 ピロリ菌は１９８２年に発見された胃の病原菌です。正式名称はヘリコバクター・ピロ

リ菌です。現在は研究が進み、慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの病原菌であること
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が証明されています。ピロリ菌に感染した場合、炎症による痛みなどの自覚症状が少なく、

数十年という長い時間をかけて、慢性胃炎に進行すると言われています。ピロリ菌感染に

より慢性胃炎を発症し、その一部が胃潰瘍や十二指腸潰瘍、やがて胃がんを発症します。

慢性胃炎が続くと胃がんのリスクが高くなるのです。日本は先進国の中でも、特に胃がん

の発症率が高く、年間約５万人のとうとい命が失われています。胃がん患者の約９８％が

ピロリ菌の感染者とも言われています。これは幼少期に上下水道の整備が十分ではなくピ

ロリ菌に感染された飲み水や食物などから感染したと考えられています。 

 現在、国のピロリ菌対策は大きく前進しました。ピロリ菌と胃がんの因果関係を認め、

本年の２月より検査によってピロリ菌感染の有無を調べ、内視鏡で胃炎等と確認されれば、

ピロリ菌の除去治療に保険適用がされております。 

 これまで胃がん、胃潰瘍などに進行する前の慢性胃炎などのピロリ菌除去治療は保険対

象外でしたが、保険が適用されることで胃がんの予防と除菌による患者数の減少が期待さ

れています。しかし、ピロリ菌の除菌については保険適用となりましたが、ピロリ菌の感

染検査に関してはまだ従来と変わらない状況です。 

 こうした中、全国的には、既に胃がんリスク検診を導入している自治体もあります。今

年度からは、神奈川県小田原市、福岡県川崎町等です。バリウム検査や、胃カメラ検査よ

りも、血液検査で判定できるため、検査を受ける方の負担が少なく受診率の向上が期待さ

れ、胃がん予防や早期発見につながる同検査。また、長期的には町の医療費削減効果も期

待できるのではないでしょうか。 

 そこで、下記の質問をさせていただきます。 

 １、本町における胃がんリスク検診の導入についてはどのようにお考えになりますか。 

２、ピロリ菌の感染がなければ、バリウム検査の回数も減らすことが可能になります。

そのために必要な、感染の有無の検査を推進することについてはどのようにお考えになり

ますか。 

３、検査の推進策として、無料クーポン配布、もしくは検査費用の一部公費負担はで

きないでしょうか、お考えをお伺いいたします。 

以上です。御答弁よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  川西議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目は胃がんリスク検査についてどのように考えているのかとの御質問でござ

います。 

 胃がんはアジア地域に多く、本町でも、平成２４年度には８名の方が胃がんで亡くなっ

ております。その胃がんの大きな要因と言われておりますのが、約３０年前に発見された

ピロリ菌です。その後の研究から、ピロリ菌が胃がんの大きな原因であることは間違いな

く、国もその重要性を認め、ピロリ菌除去治療を保険適用といたしております。また、ピ

ロリ菌リスク検査につきましては保険適用とはなっておりませんので、何らかの対策が必
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要であると考えております。全国的に見れば、この検査を積極的に実施する市町村が増加

していることも承知をいたしております。 

 これらの状況や、現在、厚生労働省においてもピロリ菌検査も含めた新しい胃がん検診

の方法が研究されていることも踏まえまして、本町といたしましても近隣市町の動向を見

ながら、ピロリ菌リスク検査の導入について検討していきたいと考えております。 

 次に２点目は、ピロリ菌の感染がなければバリウム検査の回数を減らすことが可能にな

るので、そのためにも感染の有無を調べるピロリ菌リスク検査を推進することについてど

う考えているのかというお尋ねでございます。このことについては専門的な分野になりま

すので、医師会など専門家の方々の意見をお伺いしながら情報収集をしていきたいと考え

ております。 

 続いて３点目ですが、検査の推進策として無料クーポンの配布、もしくは検査費用の一

部負担はできないかというお尋ねです。 

 ピロリ菌を除去することで、胃がん発生を抑制する効果が十分期待できることはわかっ

てきたものの、国の胃がん対策の中心は、現在のところバリウムによるエックス線検査の

推奨であり、ピロリ菌リスク検査に対する国の助成制度はまだ整っていない状況にありま

すので、今すぐの導入は難しいところでございます。しかしながら、香川県内で何らかの

補助をしている市町は今のところありませんが、住民の要望は高まると予想されますので、

検討する必要が出てくると考えております。 

 これらの理由から、今すぐの導入実施は難しい状況ですが、今後の取り組みとして住民

の皆様への情報提供と検査を受ける機会をふやすことを考えております。 

 まだまだ一般的に誰でもが知っているという情報ではありませんので、広報まんのうや

健康増進課で実施しております健康相談などを通じて、ピロリ菌リスク検査やピロリ菌除

去治療の情報提供に努めてまいります。 

 また、現在集団で実施している住民検診の際に、自己負担ではありますが、希望すれば

ピロリ菌リスク検査が受けられるように、関係機関に働きかけてまいりたいと思います。 

 以上、川西議員さんへの答弁とさせていただきます。 

○大岡克三議長  １番、川西君。 

○川西米希子議員  御答弁ありがとうございました。 

 胃部ＡＢＣ検査に関して、何らかの対策が必要と思うとか、あと情報提供、またピロリ

菌を知る機会をふやすというようなお答えをいただきましたので、大変私は心強く思って

おります。今すぐに導入はできないというお答えが返ってくることは私も想定しておりま

したので、今後ぜひ前向きに検討していただきたいと要望するものです。 

 現在ですが、日本では毎年約１２万人が胃がんと診断されて、約５万人が亡くなってお

ります。全体では、胃がんはがんによる死亡原因としては肺がんに次いで２位に位置して

おります。ピロリ菌を除菌すると胃がんの発症を抑えることができます。胃がんの原因そ

のものを取り除くことができれば、胃がん予防が大きく前進するものと期待して今回の質
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問をさせていただきました。 

 胃がんリスク検診は、あくまでも危険度を知る検診です。胃がんになる危険度を判断し、

危険性のある方は精密検査を受ける、２段構えの検診です。あくまでも胃がんの発見には

胃カメラや胃バリウム検査等が必要です。しかし、胃がんの病原菌であるピロリ菌が自分

の胃の中にいるかどうかを知ることは、胃カメラ検査やバリウム検査を受けようという思

いにつながってくるのではないでしょうか。ピロリ菌検査によって、検診に対する関心も

高まるのではないでしょうか。 

 現在、私は自費ではありますけれども、血液検査によるピロリ菌の有無を調べる検査を

してもらっております。来週には結果を聞きにいってまいります。これはあくまでも、ピ

ロリ菌のみの検査でありますので、ＡＢＣの判定の検査ではありません。これには、判定

検査となれば、ペプシノゲンという検査もしなければなりませんが、私はあくまでもピロ

リ菌のみを調べていただいております。自費でたしか２，４００円かかりました。今月中

に私は人間ドックも受ける予定です。ここで胃カメラは行います。そこで、私の胃の中に

慢性胃炎等があると診断されれば、保険で除菌ができると、がんになる危険度を大幅に下

げることができるという、こういうふうな流れです。 

 私は、胃がんリスク検診、ピロリ菌の除菌、消化器の内視鏡のこの三つの検査が一体と

なった胃がん対策を推進すべきであるとこのように考えております。 

 今、まんのう町においては２５年度の胃がん検診として、１、集団検診、２、施設検診、

３、人間ドックのまさに３段構えの検診体制を整えてくださっております。啓発や啓蒙に

も力を入れてくださっていることは承知しております。その結果としての死亡原因や、が

ん検診受診率はどのような現状なのでしょうか。 

 そこで、再質問をさせていただきます。一つ、本町における平成２４年度、死亡原因上

位５位までをお示しください。２、胃がん健診受診率、過去５年間の推移をお示しくださ

い。以上です。 

○大岡克三議長  健康増進課長、奈良泰子君。 

○奈良健康増進課長  川西議員さんの再質問にお答えいたします。 

 本町におけます平成２４年度の死亡原因上位５位についてお答えしたいと思います。 

 平成２４年度に亡くなられた方は全体で２６３名です。それで、そのうち、１位が肺炎、

人数は６５名です。２位が心臓の疾患により、５２名の方が亡くなっています。３位は悪

性新生物（がん）で４９名の方が亡くなっています。この４９名のうち８名が胃がんです。

続いて、４位が老衰で１５名です。そして、５位が脳血管の疾患により１４名の方が亡く

なっています。 

 ちなみに、１位から５位までの合計が１９５名、残り６８名の方々は、呼吸器系の疾患

とか不慮の事故などで亡くなっています。２４年度の死亡原因上位５位は以上のような状

況でございます。 

 続いて、過去５年間の胃がん検診率ですけれども、５年前の平成２０年度には３５．
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５％でした。その後、平成２１年度は３１．８％、平成２２年度は３１．２％、平成２３

年度は３１．５％、平成２４年度は３１．３％となっています。対象者につきましては、

平成２０年度が約６，１００人、平成２４年度が約７，１００名でありまして、４年間で

約１，０００名ほどの増加をしております。 

 以上が、がん検診と死亡原因のお答えでございます。 

○大岡克三議長  １番、川西米希子君。 

○川西米希子議員  ありがとうございました。 

 本町の死亡原因としても、がんは３位となっております。胃がん検診受診率、過去５年

間の推移も目覚ましく伸びはしておりません。国の受診率目標５０％と定めております。

しかしながら、国の検診受診率も２０から３０％にとどまっております。そういうところ

を見ると、我が町はなかなか健闘しているのではないかとも言えるとは思いますけれども、

しかしながら、決して高くはありません。本町としては、受診率向上に向けて今後どのよ

うな取り組みを行うのか、この点が非常に重要になってくると思います。 

 先日、まんのう町の総合計画実施計画、これをいただきましたので見せていただきまし

たが、ここで胃がんについてのみ質問をいたします。 

 まず１点目ですけれども、２５年度の胃がん受診率目標を３１％と定めておりまして、

２６年度も３１％、また２７年度に至っては４０％と定めております。しかしながら、２

４年度の受診率の実績は、先ほども言われましたように３１．３％ですよね。２４年度の

実績が３１．３％であるのに、２５年度の目標が３１％と下がっております。これが一体

どういうふうなことなのか、この点が１点です。 

 ２点目ですけれども、２７年度に急に目標を４０％に上げております。ここではどのよ

うな策をもって一気に９％も受診率を上げるのか、この点をお聞かせいただきたいのと、

私の質問もこれが最後になりますので、もう１点お尋ねをいたします。 

 平成２４年度から２８年度までの５年間を対象として策定された厚生労働省がん対策推

進基本法の中にも、当初盛り込まれていなかった胃がん予防が国の方針として明確に位置

づけられております。ピロリ菌の除菌が胃がん予防に有用であることも現在はしっかりと

書き込まれております。がん検診の受診率を上げるために現在、無料クーポン配付事業に

も取り組んでおりますが、胃がん検診に関しては、先ほども言いましたようにクーポン事

業はありません。現在は診断と治療の進歩によって、がんは早期発見、早期治療が可能と

なっております。がんによる死亡者数を減少させるためには、がん検診の受診率を向上さ

せて、がんを早期に発見する以外にありません。町民の皆様の検診に対する意欲を、関心

を高めなければいけません。目標を達成するためにさらなる積極的な取り組みを要望する

ものです。 

 そこで、３点目に、町民の皆様の命をがんから守るために受診率目標達成に向けての力

強い決意と取り組みを最後にお話しいただきますように要望いたしまして、私の質問を終

わらせていただきます。 
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○大岡克三議長  健康増進課長、奈良泰子君。 

○奈良健康増進課長  川西議員さんの再々質問にお答えいたします。 

 まず、実施計画における目標ですけれども、この数字は実績の数字が入っていると思わ

れます。それで、目標ですので、実質数字を２年連続目標とするのも違和感を感じますの

で、今後検討いたしまして、協議いたしまして、ちょっと目標数値をふさわしい目標数値

に訂正させていただきたいと考えております。 

 それから、２７年度に一気に４０％ということでございますが、国が定めておるのが５

０％ですので、やはりある程度高い目標、４０％までちょっと近づけていく必要があるか

なと思って４０％にしていると思います。 

 それで、それをどういうふうに進めていくかということですけれども、やはり一人一人

の意識を、検診を受けようという気持ちを持っていただくというのが一番重要になろうか

と思いますので、やはり広報とか、それから健康相談、それなどによりまして、やっぱり

住民の皆さんにぜひ受けてくださいねということをお伝えしていく、これが一番でないか

なというふうに思っております。 

 それから、受診率についても、やはり国の定める５０％を目標といたしまして、少しず

つ上げていきたい、そういうふうには思っております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  以上で、１番、川西米希子君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、三好勝利議員の質問は一問一答方式での申し出があります。 

 １１番、三好勝利君、１番目の質問を許可いたします。 

○三好勝利議員  私は、毎度毎度申しますように本当に非常に簡単で、ただ執行部、

それから所管の部署がやる気があるかないか、ただそれだけの問題です。 

 まず、１点目に、先ほどは非常に胃がんとかなんとか成人の関係の質問でありましたけ

ど、私はそこに到達する乳幼児の関係の一番大事な質問をいたしますから、それを的確に

町長の胸の内で結構ですから、数字とかそんなんは結構ですからお答え願います。 

 まず１点目として、レジュメに出してありますように、仲南地区の幼保一元化、総合保

育園の進捗状況はどのようになっておるのか。関係者は待ちに待って夢に見ておるのは十

分理解しておられるのかどうか。そんなことは関係ないがと、町の方針でやるんだと言う

か、地域の若いヤングのお母さん方の本当に夢を持って、新しい施設というのを夢見てお

ります。 

 ２６年の春に開園ということでやっておりましたけど、いまだ学校はない、どなんなっ

とんかと、これだったらもうこの地区から出て行って、よそのええところに行こうかとい

うようなお母さんもおりますが、まあ待ってちょうだいというように言っております。 

 その中で、いろいろ事情はあるとは思いますけど、このずれた経緯を十分わかりやすく

説明していただくのと、中央政府のように、いつも言うように、ころころころころ総合保
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育園やると言ったり、やらないと言ってみたり、保育料も無償化にするとか、もうころこ

ろころころ、うそというか、失礼ですけど、あれだけの政治家の方が、昨日言うたことと

きょう言うたことと頭がかわればころっと変わると、そういうようなことでなくして、

我々の地区はやっぱり合併当初からずっと栗田町長かわっておりません。まだまだ元気だ

から続くと思います。 

 そういう中で、どのように考えておられるのか、それとも、またあと５年か１０年かか

るのか、２年のうちには出るのかということを十分考えていただいて、難しいことではあ

りません。先ほど答弁でありましたように、通告でないから云々と言いますけど、私の場

合は通告云々じゃなくして、諸外国の問題、シリアの問題、そういう問題じゃなく、本当

に身近な日常生活の中の一片でございますから、そこらは通告に十分なくても町長の胸の

内で十分判断していただきたいと思います。これが１点目です。 

 ２点目、３点目、本来ならこれは教育長に御答弁願うんですけど、まだ教育長は５月１

３日に拝命されて、まだ３カ月しかたっておりません。幾ら切れ者で優秀な方でも２カ月

や３カ月で全て町の教育行政がわかることはないと思います。ですから、町長にこれは答

弁をお願いします。次の件は、教育長にお願いしますから、よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  三好勝利議員さんの質問にお答えをいたします。 

 仲南地区の幼児教育施設の進捗についての御質問でございます。 

 仲南地区の幼児教育施設の建設につきましては、３町合併において仲南地区の重点施策

の１つでございます。内容といたしましては、当初、仲南東幼稚園と仲南北幼稚園を統合

し、新たな幼稚園の施設利用を図る計画でございました。その後、時間はかかりましたが、

平成２４年度より実施に向けて仲南地区幼児教育検討委員会を設置し、以降４回の審議の

後、本年４月５日に最終案の答申を受けました。 

 内容といたしましては、仲南公民館南側、サンスポーツランド仲南のゲートボール場及

び芝生広場の埋め立て、かさ上げを行い、既存の駐車場約半分とあわせて施設用地を確保

した後、幼稚園と保育施設の整備を行うことが望ましいということでございます。 

 町といたしましては、この答申を受け、本年度における造成工事を予定いたしておりま

す。また、建物の設計につきましては先月８月２３日より公募を行っておるところでござ

います。なお、幼稚園建設にかかる補助金の要望も行っておるところでございます。 

 当初の計画がずれ込みましたのは、満濃中学校の老朽化が激しいということで、地元の

皆さん、また地元の議員さんにも十分御理解を賜り、満濃中学校の改築を優先した結果、

遅くなりまして、まことに申しわけなかったと思っております。今後、できるだけ早く整

備を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  時間に限りがありますので、簡潔に申し上げます。２点目です。 

 ある施設のように、逆にええか悪いか手心を加えていただいて、本当にまんのう町民も
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弱って、議会も弱っております。最近、テレビでも放映されましたけど、私の友達から何

カ所からか電話がありました。何のことやと、事実を申し上げたら、それはもう絶対にだ

めやというのをお聞きしておるんです。きょう、町長もある議員の答弁にありましたけど、

そういう結果にならんように、もうここまで来たら、あと一月、二月、３カ月はいいじゃ

ないですか、立派なものをつくっていただく。ただし、今度の場合はね、中学生と違いま

すから、子供が暴れて壁をぶち破ることはないです、おしめした子ですから。その点、壁

を薄くして中の柱をまた抜かれたんでは困るから、私今回これ出しとんですよ、これ、は

っきり言うて。 

 皆さん聞いておりますよ、これ。私が言うておるのが間違っておるんだったらいつでも

言うてください。どこへでも弁解に行きます。本当に残念きわまりないようなああいう事

件が出てきたんですよ、本当に。我々は超一流メーカー、全幅の信頼のもとに一部の手心

を加えていただいたわけで、こういう結果になったんです。ですから、今度の乳幼児施設

は、まず暴れることはない、先生も暴れることはないでしょう。だから、壁は薄くてもい

い、柱を抜いてもはぐることはないから、わからんだろうというようなヒントを得てやっ

てもらったんでは困るから、あえてここで申しておきます。 

 今度はもう工期検査を毎月毎月毎月、毎日ぐらい、週に３回ぐらいのような予定でやっ

ぱり写真撮って、現場写真撮ってやるべきだと本当に思っております。非常に残念きわま

りないです。どこを信用していいかわからん、結局信用できるのは我が町内だけだという

ような町民の方もおられます、でしょう。さっきも言うたように世界のスーパーゼネコン

を全幅の信頼感のもとによって、おまえらが十分検査しとらんなと言われる方もおります

けど、むしろ我々が指導を受ける立場なんですよ、よう皆聞いとってくださいよ、執行部

も。指導を受ける立場の者がああいう結果を残したんです。ですから、今度の幼稚園の場

合は絶対的に一流企業とか何でも結構です。とにかく、技術プラス人間性、会社のモラル

を十分に考慮して示していただきたい。これを切にお願いしておきます、本当に。 

 大事な子供を預かるのにね、中学生だったらいざとなったら逃げれます。おしめした子

がね、何十人おるわけなんですよ。なぜ、こういうことを言うかというとね、あいつは幼

稚園のことばっかりええ格好して言いよるという人もおるんですわ。ええ格好じゃないで

す。やはり毎年ずっと検査させていただいております。幼稚園、保育所全部を。やっぱり

不備なところあります。でも、やっぱりもう少し待ってくれと、今大きな金を設備投資す

ると無駄金になるから、２万、３万、４万だったらええけど、何十万、１００万、２００

万というのはもう目の前に来とるから、待ってくれと言うて待ってもらって、次行ったら、

あの話はどうなったんですかって。いや、本当に。その我々の立場わかってくださいよ。

事情はわかりますよ、事情はありますけど、やる気があるかないかの問題なんですよ、そ

こは。金はどなんでもなりますよ。借金でもすればなります。ですから、そこら辺がやっ

ぱり欠けておると。住民は本当に楽しみにしておる。 

 ですから、今度やる業者においては設計図においても十分合議して、やっぱり現場の意
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見を十分考えて、何とか博士、何とかの教授、それも大事でしょう。やはり一番肝心はそ

こで携わる保母さん、乳幼児のお母さん、玄関先を広くして、ミーティングがやりやすい

ような、そういうスペースも要るだろうし、十分合議して、もうここまで来た以上、多少

おくれたわけですから、さっきも言うたように２カ月、３カ月は結構です。ただし、もう

絶対に立派なものをつくっていただきたい。この間のような失敗は二度と起こさんように、

十分、我々も肝に銘じるし、執行部としても十分肝に銘じてやっていただきたいと思いま

す。その考えを町長、再度お願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  三好議員さんの再質問にお答えをいたします。 

 今、三好議員さん御指摘のように、今回の満濃中学校のような事件が、事故が起こらな

いように、新しい幼児教育施設につきましては十分我々も肝に銘じていいものをつくって

まいりたいと考えておりますので、また議会のほうの御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○大岡克三議長  １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  ３回目の質問です。 

 これで、１問目は終わりますけど、本当に町長が、力強い答弁も以前にもいただきまし

た。ですからね、反省は何とかでもするって、反省はする、何とかでするというものの例

えが、表現が悪いからそれはやめておきますけど、反省だけじゃなくて本当に真摯に受け

とめて、町民のことを考えて、町の将来の活性化を考えてやると、四国新聞にも出ていま

した。１００年の云々というすばらしい記事が出たわけなんですよ、去年。前回の教育長

は結局最後の言葉として、３月の最終日の教育委員会の総意の決議文ですというのは、教

育委員会に残っとるはずやから、教育課長、また後でコピーして、みんなに配っといて。 

 それがなかったら、前の教育長はうそを言うたことになる。我々に対して３月最後の年

度の教育委員会の最終決議案では、２６年の春に開園するという文書で私たちはいただい

ておるわけですから、これがもしうそだったら、前の教育長、そのときの教育委員さん、

全部失格ですよ、はっきり言いますけど。決議文で出してきた、これは公式文書ですか、

教育長さん個人の見解ですかと言うたら、教育委員会こぞって相談して、最終的な教育委

員会の決議文です。こういう決議文が全然通用せんのやったら、する必要はないやないで

すか。私はそれを言うとるんですよ、中途半端で言うてないですよ。 

 やっぱり、地域の若いお母さん、本当に待ちに待っとんですよ。それを本当に会うたび

に言われるから、非常につらいんですよ。うちの仲南地区の議員さんは皆知っていますわ、

ちゃんと、議員控室で教育長にいただいて、これですから頑張ってくれと言うて決議文い

ただいとるんですから、それは本当の決議文だと私も思います。教育委員会に資料がある

と思いますから、まだ今は結構です。質問に出してないから、質問にないから答えられん

と、どうせ言うでしょう。結構です、それは。 

 ですから、そういうあれがありますから、私はやっぱりあえて言うんですから、ぜひと
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もやっぱり今度は満中のような不手際がないように十分検査して、検査して、検査して、

やっぱり新しいこれからの乳幼児の保育をやっていただくということを、最後力強い答弁

を町長お願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  三好議員さん御指摘のように、新しい幼児教育施設につきましては、町

民の皆さん方に喜んでいただける立派なものを一緒につくっていきたいと、このように思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○三好勝利議員  はい、わかりました。よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  １番目の質問を終わります。 

 続いて、２番目の質問を許可いたします。 

 １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  ２点目に入りまして、これも同じ学校関係で、私が教民の立場です

から、非常に自分の所管の質問をするのは大体モラルの問題でちょっと欠けておると思い

ますけど、私はちょっと人間としてのモラルが欠けてとるもんで、あえて相談します。 

 今度は教育長お願いしますね。今までは以前の問題ですから、今度は新しくこれからの

問題でございますので、教育長がやっぱり高校から来られた異色の教育長でございますの

で、よろしくお願いします。 

 まず、中学校の授業外の部活動については、事務局サイドでどのように考えておられる

か。また教育部局はどのように考えて関与できるのか。できるのか、できないのか。でき

ないならできない、なぜできないか、できるんだったらできる。だったらおまえはどう言

いたいのかというのを言ってください。まず、それが第１点目でございます。 

○大岡克三議長  教育長、斉藤賢一君。 

○斉藤教育長  三好勝利議員の御質問にお答えいたします。 

 中学校においては、これまで半世紀以上にわたって部活動が行われてきましたが、教育

課程の基準として文部科学大臣が公示する学習指導要領の中での位置づけは、その時々に

よって、教育課程外に位置づけられたり、部活動代替制度に位置づけられるなどの変遷が

ございました。一貫しておりますのは、教育課程の中に位置づけられてはこなかったとい

うことであります。そのため、中学校における部活動は、全国的に統一された理念やシス

テムのもとに運営されてきた各教科や特別活動とは異なる経過をたどってきております。

それは、言いかえれば、各地域や各学校の有する資源や人材を生かした特色ある活動をす

ることや、活動の結果としての教育上のさまざまな成果を得られる利点があるということ

であります。 

 実際、これからの部活動については、平成２４年度から実施されております新中学校学

習指導要領の総則第４の２に、部活動の意義や留意点として、次のように規定されており

ます。 

 スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資



－２７－ 

＋

するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。

その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体

との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。 

 この規定で注目すべきことは２点あると思います。まず前半部分の規定により、学校は

みずからが定めた教育方針に部活動を関連づけるとともに、それに基づいて、部活動に用

いる施設・設備の配慮や指導者の配置を考慮した工夫ある運営が求められております。続

く後半部分の規定により、地域が有する施設・設備や人材の活用を通して、それぞれの学

校の特色ある部活動を実現することが求められております。 

 このような状況や規定等から、中学校における部活動については、議員御指摘のように

地域が有する資源や人材を有効に活用する工夫が必要でありますが、第一義的には学校が

計画し管理運営すべきものであり、教育委員会としては、その教育的意図を理解し、さま

ざまな形で支援することが求められているものとして取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。 

○大岡克三議長  １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  非常にまあ、文科省、文科省と言いますけど、私が言うに、文科省

の大臣がころころころころかわるようなところを当てにしていてもつまりません。やっぱ

り、地方は地方で、やはりまんのう町はまんのう町独自、やはり都市部は都市部で独自、

運動場の十分ないような学校もあります。我々の満中の場合は不備があったけど、まあま

あの今運動場もできつつあります。 

 そういう中で、私が提案したいのは、琴南中学校あります。先日も行ってきました。広

い設備で給食室も、それから学校も数億円というのを入れて耐震装置、全部地元の監査委

員さんがおりまして聞いてみると、約１町歩あると、敷地がね、１町歩。ほとんど使って

いないと、しのびがたいと、何かええ方法ないだろうかというので、私がヒントを得た。

ただ、生徒がおらんからつまらん、つまらん、つまらん、いつまで持つやろうか、もうそ

の話ばっかりでしょう。明けても暮れても、何年度には何人になって、保育所は何人、小

学校は何人、こんなことはわかっておるんですから。それから、将来老人が何ぼになると

いうのは大体普通で長生きすれば、今おる我々が老人になるわけですから。 

 ですから、そこですね、例えば先ほど言うたように、教育委員会同士でタッチしにくい

けど、学校の云々で任せておるということ、向こうにもやっぱりちゃんとした立派な校長

がおる、満中にも校長がおります。 

 例えば、この前、私がちょっと役場の玄関で見たんですけど、琴南のブラスバンド８名

ぐらいでやっておりました。指揮者が一生懸命やって、皆さん、一生懸命ブラスバンド吹

いているわけです。結構絵になってます。結構絵になっとる言うたら失礼ですけど、昔は

琴南中学のブラスバンドとかテニスは、やっぱり県下でも名が通っとったそうです。それ

がだんだん現在の状態になってきた。 

 例えばそこでね、満中の場合は数に限りがあると、楽器にね、楽器は恐らく数限りがあ
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ります。だから、やりたくてもやれない者もおると、交代で使用しとるという点もありま

す。だから、結局そういうふうなブラスバンドなんかに主力的に活動したい者はどうある

べきかと、やったらシフトして琴南で十分あれするということは、結局やれば、県のほう

から教育委員、先生の配置はするとなっとるでしょう。だから授業と部活はやっぱりある

程度連動しておると、野球部にしても、テニスにしても、バスケットにしても。野球、バ

レー、バスケットやったらある程度人数がいるでしょう。端的プレーと個人プレーの体操

とか卓球とかテニスとかだったら施設があるわけですから、でもこっちでやれば卓球台も

あいてない、テニスのコートもあいていない、その場合どうあるべきかと。つまらん、つ

まらんでなくして、やっぱり皆さん立派な知恵を持っとんですから、十分考えてください

よ。幾ら知恵出したって金は要らんのですから、１杯飲んで飯食うたらエネルギーが出ま

す。でも、施設をこしらえるとしたら金は要ります。現にある施設をいかに利用するかと

いうこと、それを問題提起して、あの辺はやっぱり中学生はわあわあ言うと近隣もにぎや

かになるでしょう。草がぼうぼう生えて、プールはきれいな水があって誰もおらんと、本

当にもったいないですよ、これ。 

 新しくこれからつくるんだったら私も言いません。うちのあの幼稚園のさっきのこれは

また別問題ですけどね。結局、合議ができるならね、十分ＰＴＡと生徒と校長さんと合議

して、何人が希望と、その場合はバスで送ると、バスは空で走ったって６，０００万、７，

０００万、空気運んでも補助金出しとんでしょう。それをまずヒントで考えたらどうです

か。新たにバス路線をやるんだったら何千万と要るんですよ。それを十分活用して、いか

んかったらデマンドタクシーもあるじゃないですか、５人や６人だったら。 

 そういうね、やっぱり夢のある配慮をしてやれば解決はつきます。ただ単にこっちへ来

い来い、来い来い、来い来い言うだけで、つまらんつまらん、もう将来おらんようになる

言うて、おらんようになることないですわ、あれだけの施設があって、人間おるわけです

から。それを我々はやっぱりこれから活性化に向けて、ふやすことを私は考えたいんです。 

 ですから、一度ね、教育長の答弁のように、部活は十分重要やということを教育長は認

識しとられますから、これからの教育長ですから、まずね、前も言うたように、県の高野

連の会長も務めたような方ですから、そういう運動面とか文化活動においてもね、私はピ

アノしたい、私は習字を習いたい、私は絵を習いたいというのもやっぱりスペースがあっ

て限度があるはずです。そういうところでじっくり向こうのスペースを利用して、今の中

学校、せめて最低倍ぐらいの人数にふやして、午後はそういう放課後の主力的な部活をや

るという夢を持ったような教育を少し考えてみてください。それに対してどうですか。 

○大岡克三議長  教育長、斉藤賢一君。 

○斉藤教育長  三好議員の再質問にお答えいたします。 

 議員の御意見、本当にありがたい御意見だというふうに思っております。私たちはやっ

ぱりアイデアで勝負しなければならないというふうに思っております。御意見を十分に伺

った上で、それを教育委員会として指導できる部分については十分に指導してまいりたい
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というふうに、こういうふうに考えております。どうぞ御理解をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  さすが、これからの異色の教育長であり、力強い答弁をいただきま

した。本当にああいう既設を十分利用して、新しく新しく、どんどんどんどんあれするん

じゃなくして、高篠地区のようにこれから足らないというところもやっぱりフォローせな

いかんやろし、あそこは寂れる一方、本当にあれだけの施設がね、立派な施設です。先生

も立派な先生、校長も立派な校長がおられます。そういう中でね、何とか使う方法を我々

一緒になって努力して、生徒、校長、父兄に理解をしていただいて、やっぱりよかったな

と、そういう夢のある教育を今後とも目指していただきたいと思います。教育長の力強い

答弁をいただいておりますから、再度の答弁はもう結構です、もうぜひとも強力に何とか

力を発揮してよろしくお願いしておきます。 

○大岡克三議長  ２番目の質問を終わります。 

 ここで、議場の時計で１３時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 １時００分 

○大岡克三議長  それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。 

 続いて、三好議員の一般質問の３項目の質問を許可いたします。 

 １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  ちょうど途中で水入りになりまして、いろいろ町長さんも少し頭冷

やされたでしょうから、十分また別の角度から考えていただきたいと思います。 

 ３件目は、これもうどなたでもわかる、やはりこれは町長に質問するんですけど、町長

の得意中の得意の分野でございますので、十分わかりやすく説明いただきたいと思います。 

 ３点目です。県・町発注の全ての事業の入札に関して、どのように町当局は考え、また

関与できるのか。また、落札業者が下請に出す場合の指導、関与はできないものか、でき

るものか。なぜならば、事情があって丸投げか、８割投げか、半分投げか、わからんです

けど、そういう事態も見受けられるという事実が出ております。 

 もし、私が提案したいのは、そういう業者、手いっぱいで丸投げしたり、下請に出さな

ければいけないような業者になぜ指名して入札するかということです。ないものはたくさ

んおるわけですから、強いものがどんどん取って、ほらほら、ほらほらばらまいて、それ

も町内ならええけど町外へばらまかれたんでは、町内もぬけの殻でしょうが。私、それを

やりたいんです。 

 ある町は観光教育もしっかりしています。食材が年間約１００億ぐらい消化しておりま

す。その６割から７割が町外・県外に流れる、そしたら地元の業者は何で食うていくんで

すか、結局トップとして。そこのとこの事情があるでしょう。でもやっぱりこういう厳し
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い時代になってくると、やはり我が町の場合は手いっぱいの業者はわかるんですから、無

理して入れることないでしょうが。法律でそういうのを入れないかんのやったら、それは

仕方ないですよ。ほんで、ほかの力ない業者はじっと指くわえて待っとると、そのうちい

ずれ閉鎖する、こういうのが現状なんですよ、実際に。 

 議員の場合は力があって、１期目からでもこうやってばりばりとやれます。町の職員の

場合は、やっぱり何年か経験を踏んでここに座らんと物が言えんわけですよ。我々、きょ

うあったら、あしたからでも議場に入れる、そういう立場なんですよ。ですからね、やっ

ぱり全てを把握して知っておるし、さっきの幼稚園の話にしてもそうでしょう。本当に皆

待ちに待っとんですよ、そういうような声は全部知ってますから言うんです。 

 この公共事業についても、やっと今度政権がかわって、ある代議士さんは公共事業をあ

る程度出してやらんと活性化にならんという人もおるんです。道路、バイパス、瀬戸大橋、

どういうあれでできたんかと、使ってみて便利なんはわかっとる。使ってみて便利だけど、

ああいうの何ぼでもつくってもいかんと、通る本人が言うとんですわ。道路いうものはイ

ノシシや牛が通るわけやない、人間が通るわけなんです。ですから、そこで、結局、満濃、

仲南、琴南の場合を例に挙げてみますけど、ほとんど集中豪雨が来ても、一遍やった公共

事業がそこから飛んだというようなことはあんまりありません。尾の瀬の下で数年前です

けど、集中豪雨で、それは結局、松枯れで根っこが枯れてしもて、そこへ集中豪雨が来て、

ドスンと来たと、その数本の松がそこから飛んで砂防ダムが飛んだという事例はあります

けど、何もなくして集中豪雨で砂防ダムが飛んだ、堰堤が飛んだという、それから道路が

飛んだという事例はあんまり聞いておりません。 

 それだけやはり皆さん業者がやっぱりきちっと、午前中の質問じゃないけど、表面的な

名前だけじゃなくして、本当にみんなやっぱり現場の社長、監督が責任を持って、地元や

から事業しとるから、結局そういうきちっとした事業が出て、本当に言うたら失礼ですけ

ど、あれだけの集中豪雨があっても次の事業が出てこないと、非常に我々一般町民として

は本当にうれしい、ありがたいです。設備投資しただけの効果はあります。 

 そういう中で、私が言うようにね、最近は発注者というか業者が強いんだということも

聞いていますけど、やはり町長ね、やっぱり金払うもんが最終は権限握っとんやないです

か、金払うもんが、私そう思いますよ。 

 ですからね、やっぱり配分を間違えないように、比率もあんまり極端に下げないように、

やっぱりそこには従業員には家族もおり、じいさん、ばあさん、息子、孫、それから従業

員には家族がおるわけですから、その方が皆さん生活しておるわけなんですから、その生

活を守ってやるのもトップのある程度役目ではないかなと思っておりますので、そこのと

ころを、もしね、選定ができないのなら、なぜできないか説明して、もし選定ができるん

だったら、大体発注した量は決まってますから、極端で九州のほうからもらったり、東京

のほうからもらう仕事はほとんどありませんから、大体わかります。ですから、その辺の

バランスをやっぱり協会とかと話し合って、二、三の強い業者が取ってばらまくんでなく
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して、やっぱり平均に、そらこれ聞いとったら、要らんこと言いやがってという人もおる

でしょう。また、喜ぶ人もおるでしょう。私は一般町民サイドとして話しとるわけですか

ら、その点、町長、的確な答弁をよろしくお願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  三好議員さんの質問にお答えをいたします。 

 地方自治法では、売買、貸借、請負、その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、

随意契約、またはせり売りの方法により締結するものとなっております。地方公共団体の

調達につきましては、最も競争性、透明性、経済性等にすぐれた一般競争入札を原則とさ

れておりますが、地方自治法施行令では、入札に参加する者の資格要件について、事業所

所在地要件、いわゆる地域要件としての指名競争入札を定めることを認めることになって

おります。 

 なお、本町が発注する建設工事は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約により発注

を行っております。町の規定では、原則、設計金額３，０００万円以上を一般競争入札、

３，０００万円未満を指名競争入札といたしております。また、建設工事における指名競

争入札につきましては、建設工事の業種ごとに等級別の格付により発注を行っておるとこ

ろでございます。 

 なお、業者選定では５００万円以上の工事の場合、公正を期すために副町長を会長とし

た指名委員会で適正に審査を行っておるところでございます。 

 次に、元請業者が下請に出した場合、町は事業者に対して指導関与はできるものか、ま

た、工事の丸投げすなわち、一括下請があるのではないかとの質問にお答えをいたします。 

 まず、工事の丸投げとは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与を

行わず、下請にその工事の全部または独立した一部を請け負わせることをいいます。また、

請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の

工事を一括して他の業者に請け負わせる場合であって、請け負わせた側がその下請工事の

施工に実質的に関与していると認められないものが該当します。これは建設業法第２２条

で、一括下請と呼び、原則として禁止いたしております。 

 なお、公共工事、民間工事における共同住宅の新築工事については全面的に禁止となっ

ております。 

 では、なぜ建設業法が一括下請を禁止しているのかについて、その理由としましては、

発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る可能性がある。また、施工責任が曖昧になること

で、手抜き工事や労働条件の悪化につながる。中間搾取を目的に施工能力のない商業ブロ

ーカー的不良建設業者の排出を招くなどが挙げられます。 

 では、下請工事に対して元請人の実質的な関与とはどのようなことかと申し上げますと、

元請人みずからが総合的に企画・調整及び指導で施工計画全ての面において主体的な役割

を現場で果たしていることをいいます。また、加えて発注者との協議、住民への説明、官

公庁等への届け出等、また近隣工事との調整を主体的に役割を果たしていることをいいま
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す。 

 なお、現在、町で発注しております工事につきましては一括下請はないものと考えてお

ります。今後、町におきましても、現場の指導監督はもとより、事業者に対しまして法例

遵守の徹底をお願いしながら工事の円滑なる進捗に努めてまいりますので御理解をいただ

きたいと思います。 

 また、三好議員さんから御指摘がありました、ある業者に工事が偏っておるのでないか

なというような御指摘もございましたが、なかなか我々、町といたしましては、町の工事

についてはわかりますが、例えば県とか国とかの工事をその業者が持っているかどうかと

いうことは、なかなか把握しにくいものでございます。 

 そのような中で町といたしましては、町内業者には皆さん方に公平にある程度当たるよ

うにということで、それぞれのランクごとの工事件数につきましても、分割発注をしたり

一括発注をしたり、いろいろそういったことで皆さん方にある程度満遍なく当たるように

という努力はしておりますが、なかなかその年々の工事の内容等によりまして、そういっ

たことができていないときもあろうかとは思います。 

 いずれにいたしましても、町といたしましては地元産業、地場産業の育成ということは

非常に重要課題でございますので、その点、今後とも十分検討してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  はい、わかりました。時間が少ないので急ぎますと、また言い方を

間違って失敗して怒られますので、ゆっくりしゃべりますけど、やっぱりさすが町長はプ

ロ中のプロであって、仕事の配分というのはわかりましたけど、やはり絵に描いたように

はなかなかいかないというのが町長の今の本心じゃないですか。やはり、何回も言う。

国・県は強いけど、町の場合はやはり地元の業者と密着型で非常に立場が弱い、担当課長

よう聞いてな。弱い。やはり私が言うのは、発注する側が権限を握って、そこで発注する

と。さっきも町長が言われてましたけど、手いっぱいのところで自分ところで消化できな

いものを何で呼んでそこへ渡すんやと、そしたら次はもらえるところはもらえるけど、当

たらないところは当たらないと。 

 だから、仕事をね、ランクはありますよ、Ａ・Ｂ・Ｃとかいうのありますけど、こんな

んは別に普通で考えて皆さんほとんど能力あるでしょうが、こんなん県が勝手につけとる

って、町が勝手につけとんでしょう、こんなＣランクなんか、みんな機械持って、みんな

技術者たくさんおりますがな。うちは今度Ｃランクで入れない、今度Ｂランクじゃ。その

辺がやっぱりおかしいんじゃないですか。ですから、できる能力のある会社はやっぱりＣ

でもＢランク、Ａは別として。やらなければ、大きな仕事は当たらない。大きな仕事は何

社で当たって、その下は、みんな口あけて待っているという、こんなような非合理的なね、

それと、いっときはインターネット云々でしょう。インターネットが横行して、いろんな

おかしげな世の中になるんですよ。アイスクリームケースの中に入ってインターネットに
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流したばかが、ハンバーグのつくっとるところで流すような、こういうようなばかがおる

でしょう、ばかが、すっとのばかですよ、これは。くそばかっちゅうん、こういうなんを。 

 それと選挙だってインターネット、顔も見んとインターネット、ピッピッピッ、あれも

します、これもします、こななんでやっりょる政府が悪いんですよ。やっぱり私は密着型

でいろいろ頑張ってくれよと、あれも頼む、これも頼む、この地域を頼むぞというんで、

我々は走っておるから投票率がええんですよ。たまに、ぽっと書いて、ぱっぱっぱっと行

って、適当にばっと逃げて、質問したら水のこともわからん、私は前回言うたでしょう。

米の相場もわからんようなのが地域から出とんですよ。だから、農業は衰退するんですよ、

はっきり言って。 

 ようく考えてくださいよ。そりゃ選んだ県民も悪いですわ。今度はちょっと入れかわっ

たですけどね。ですから、３年間冷たいシーズンが続いたけど、今度また飛躍して、去年

の１２月からぱっといって株があれだけね。株が動けば、一般庶民は関係ない、これから

回ってくるんですよ。中央政府のトヨタとか一流企業のもうけ方見てくださいよ、何百億

という株でもうけとるわけでしょう。それは全部税金にはね返ってくる、これから町に回

ってくるんです。そういうことをやっぱり我々は十分研究して、やっていかなければいけ

ない。 

 ただし、大手でも全て大手やないです。今回みたいに、うちは本当に、まあ何回も言う

けど、だまされて、だまされて、本当に頭にきてしようがないわ、本当にこれは。町民を

ばかにしやがって。我々も責任感じとる、執行部だってお互いの連係プレーの責任ですよ、

これ、本当に何とかして早急に乗り切っていかないかん。 

 こういうことは、これからまんのう町内、よそはいいです。まんのう町内には絶対にこ

ういう事業、欠陥が起きないように町長が十分監督して、責任を持って、最高権者ですか

ら、その者にはやらないと、我々言うても権限がないですから、調べて調査する権限はあ

りますけどね。最終的に発注するのは課長、その上の副町長、町長が権限を持っとるわけ

ですから。やっぱりその辺はそういうときに権限を発揮していただいて、よりよいまんの

う町の公共工事、それに対してやっぱり私が言うたように家族もおるし、じいさん、ばあ

さんもおる、従業員の中でも家族がおるわけですから、それをみんな養って飯食っとるわ

けですから、ただ単に社長がもうけて、遊んで、一杯飲んでというんではないんですから。

皆さんにみんな分配してやっとるわけですから、それを結局、町長が町民の責任持つんと

一緒で、会社の社長はそれなりにやっぱり責任を持っとるわけですから、皆さん。だから、

事業がきちっといく。 

 今回もある業者に聞いてみて、ちょっと済まんけど、道路工事するときに生コン打つと

きに下へ石ころ入れんと、何ぞ残飯でも入れてやるんかと言うたら、そななことは絶対恐

ろしくてできませんという、地元の業者は、ずっとおるから。よそから来た業者はそれで

済んだら終わりでしょうが。その辺がやっぱり違いますから、地元の業者はお互いに信頼

関係持って、近所から皆さん雇ってね、ガソリンとか自動車とか云々、その修理もやっぱ
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り近所でやってますから、その相乗効果はあるわけですから。どこやらの町みたいに、本

当にあれもいかん、これもいかんということはなくして、１００の金が流れるんだったら、

全部というのは無理ですけど、せめて８０、９０は残して、逆に８０、９０がよそへ飛ん

で１０残したんでは、これ町は寂れますから。ですから、その辺はもう十分、副町長も聞

いとってよ、権限持っとんやから、十分発揮して、やっぱり町内にバランスをとって。 

 それともう一つはね、よう聞いとってよ、町内の業者の云々もあるけどね、いざドカン

と来たときは、誰がこれ面倒見るんかと。そのときにぼーと気がついて、私が言うような

ことをやらずにずっと繰り返して、３社ぐらいが残ったとするでしょう。ドカンと来てや

ったときは、誰がライフラインのあれさわるん。助けてくれってユンボがない、あれもな

い、これもない。それじゃ、隣の善通寺、観音寺、みんな忙しくて手が回らん、ほんでも

う人力ではだめやと、１週間後には行ったらもう冷たくなっとると、そういうような経緯

もあると思うので、自衛隊なんかも有事の即採用で大きな金を使ってやっておるわけなん

ですよ。我々は近所に本当にあれだけの部隊がおりますから、本当に恵まれとんですよ、

いざとなれば。全部、相当資料、私もいったら相当資料持ってますから。うちの高屋原、

この近辺やったら高屋原があれする、北小学校に拠点を設けるというマニュアル全部つく

っとるわけですから、行ってみてください。そら立派なものですよ。 

 ですから、そういうのを我々も踏まえて町内を安心して適材適所に業者も配置しておる

わけですから、ええとこもあり、内容的にえらいところもあるとは思いますけど、やはり

いざとなったら我々は本当に真っ先に飛んできてもらえるのは近所の業者ですから、その

辺を町長さんとして十分理解していただいて、強いところじゃなくして、平均にバランス

とって仕事を分けてやるというぐらいのね、度量を持ってくださいよ。それを十分お願い

しておきます。それで、町長の答弁をいただきたいと思います。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  三好議員さんの再質問にお答えいたします。 

 三好議員さん御指摘のように、近い将来、東南海・南海地震が起こる確率が非常に高く

なっております。そういった非常に大きな大規模的な広域な地震等が起こったときは、や

はり一番頼りになるのは地元の業者さんであろうと思います。そういった意味も含めて、

十分地元の建設産業が栄えるように、また平等に仕事も配分できるように、今後とも十分、

指名委員長とも十分相談して進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  １１番、三好勝利君。 

○三好勝利議員  もう時間はわずかになりました。きょうはもう時間いっぱいになっ

てあれした、やかましいのが欠席しておるからちょうどええんですけど、時間は時間です

から、あともうわずかですけど、町長さんの力強い決意を本当に持ってね、町民から信頼

されて業者からも信頼されて、無理はするなよと、時々工事現場見てみますけど、単なる

道路でも裏の張りブロックの捨コン、これは膨大な捨コンどんなんや、これ言うたら、い

や、これはやっぱりね、イノシシや牛が通る、人間が通るんだから、これだけやっとかん
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と、ちょっとぐらっときたときに潰れてはいかんのやと、そういうきちっとした業者がた

くさんおりますから、町内には。ぜひとも、その業者を育成する意味にもおいて十分指導

監督を町長、副町長、建設課長、頼んでおきますから、ちょうど時間になりましたから、

これでもう答弁は結構です。よろしくお願いしときます。 

○大岡克三議長  以上で、１１番、三好勝利君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、川原茂行議員の質問は包括方式での申し出があります。 

 １３番、川原茂行君。 

○川原茂行議員  私は先ほどとちょっと話題が変わりますが、町長の不得手な部分に

なるんかなと、こう思うんですが、農業問題について質問させていただきます。 

 まず、国の借金、国債が約１，０００兆円、常識的に判断しますと、国・県・町債まで

含めて相当な金額の負債がございます。そうしますと、ずんずん財政的には圧迫されてく

る。これがまあ、大体の我々の勘での話であります。 

 そこで、ひとつ、まんのう町の今のおかれておる現状を踏まえて、まんのう町に水田、

約１，５００ヘクタールほどございます。それをどうやって生かしていくのかなと。まあ、

あんまり農家の方が税金を払っていないというのが今の現状だろうと思います。だから、

払ってない者からもうけていただいて、払っていただくのが自主財源の確保と、こういう

ことになります。払ってくれておる人がどんどん大きくなってくれるのも結構ですが、払

ってない方から、まあ、払ってないと言うたらちょっと言葉が悪いんですが、あんまり多

く払ってない方から、多く払っていただけるような収入を求めていけるような考え方、こ

れが私、非常にまんのう町におくれておる一つの大きな材料ではないかなと、こんなに思

っております。 

 といいますのは、私も仲南地区とか琴南地区、満濃の一部、中山間の地域については、

もう水稲、刈り取り、大体終わりました。満濃池から北へ向けてはこれからの水稲でござ

いますので、これからなんですが、その作業をしている方が大体平均年齢でいきますと、

やっぱり７０代前後が今の農業を背負っておるのかなと、そうしますと、これから１０年

先はどうなるのかと、こういうことになるわけでございまして、まずは、私がきょう申し

上げたいのは、青年の方のいわゆる新規就農者、４５歳以下の方が農業に新しく従事しま

すよという制度なんですね。この制度は、５年間で年間１５０万、これはもう国のほうか

らだけ出るわけですが、５年間出していただいて、最終的には２５０万以上の収入を上げ

なさいと、何とか農業で自立できるような形にもっていこうとするのが、この青年就農給

付金の制度でございます。 

 ここで問題になるのが、その方が恐らく本年６名か７名、恐らく今年は次の世代の方は、

あんまり多分やるという方が少ないと私は思っております。というのは、なぜ若い方が農

業に魅力を持たないのかと。単純なんですよ、もうけないから、利益が上がらないから農

業はやらないというのがこれはもう基本なんです。農業が魅力ある農業であれば、若い方
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がやるわけですね。だけども、魅力がないからやらないということは、単純に言いますと、

利益が出ないと、こういうことでありますが、今の７０、８０の方の中心の農業をこのま

ま放置しておくと、これはもう崩壊するとこういうことになるわけです。ですから、今後、

この青年就農給付金制度があるのを利用して、こういう４５歳以下の方が農業をやってい

こうとするような魅力的なものにしていかないと、この制度自体も潰れるし、若い方が育

ってこないと、こういう考え方を持っておるわけです。 

 そういう制度があるうちに、この制度、いつまで続くかわかりませんが、特に今回言わ

れてます。自民党政権になって、農水省の予算が、概算ですが２兆６，０９３億、昨年よ

り１３．６％ぐらいふえてきとるんです。これはなぜそうなってくるかというたら、国の

ほうも農業は今まではまずかったと、しかし、これを何とかもうかる農業にしていこうと

するから、金を入れていこうとしよるわけですね。特にＴＰＰの問題、それから、今、農

産物の輸出が５，０００億ぐらいです。それを１兆円ぐらいにしようという、国のこれは

国策なんですね。ですから、これと同じ考えなんです、大きいか小さいかだけの話なんで

す。まんのう町だって、農業で今もうけてない、だから若い方が農業に従事しない。それ

をもうかるようにすれば、若い方が後継者として育ってくるわけであります。 

 今の約５年間で何とか最低の生活でもできる農業をこれからやっていける土台を築こう

とする、その制度をひとつ大いに活用する必要があるのではないかなと、こう思っており

ますので、町長さんがですよ、建設業界出身であるかもわかりませんが、農業にもひとつ

大きく興味を持っていただきたい。これが、私は将来のまんのうを救う本当に成長戦略に

農業をというんであれば、私、町長さんすごく理解していただけるんだろうなと、こう思

うんですが、そこら辺の成長戦略を農業にというお考えに対してどうお思いなのか、まず

ここから入ります。よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  川原議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 青年就農給付金制度について、現状と今後の展望ということでございます。 

 青年就農給付金制度につきましては、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図って青

年就農者の増大を図るため、国において平成２４年度より実施されている事業でございま

す。まんのう町においても、青年就農給付金経営開始型の給付に向け、既に就農され、こ

の制度に該当するであろう方々に２３年度末に説明会を開き、周知をいたしました。 

 青年就農者自身が事業要件を満たし、その上に青年就農者が地域において策定される

人・農地プランの中心的な担い手に位置づけられる必要があり、地域の協力により、町内

で２４年度には給付金を受けている方が７名となっております。この給付は経営開始から

５年間の経営計画承認のもと、経営開始後、最長５年間、年間１５０万円を受けることが

できます。就農状況につきましては、年２回報告をしていただき、計画的就農ができるか

確認することとなります。 

 本町においても準備型から経営開始型への取り組みを含め、普及センター、農協とも連
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携して、引き続きこの事業の推進を図り、青年就農者の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。２６年度に向け、国において要件緩和など、担い手育成対策制度の改正が検討

されておるようでございますので、それら情報の把握にも努めてまいりたいと考えており

ます。 

 地域の農業、農村を守るためには、地域で核となる担い手が必要であります。集落営農

に取り組む組織や認定農業者の育成に合わせ、意欲ある青年就農者の確保が重要でござい

ます。 

 就農希望者には、農業大学校や先進農家での実習による基礎知識の習得、普及センタ

ー・農協での経営相談や機械導入・施設整備に必要な資金調達相談、そして就農後の栽培

技術講習や経営診断など、各種支援制度を活用していただきたいと思います。町としても

地域の担い手として地域農業を発展させていくために、支援が受けられるよう働きかけて

まいりたいと考えております。 

 また、現在行われておりますＴＰＰ交渉の内容や農地中間管理機構、経営所得安定対策

などの方向性につきましても、今後、明らかになると思いますので、それら事業、制度の

変更につきましても情報の把握と対応を検討してまいりたいと考えております。 

 また、川原議員さん御指摘のありました農業の成長戦略についてはどのように考えてお

るかということでございますが、今一番大きな我々農家の抱える関心は、ＴＰＰの方向が

どのように向いていくかということでございます。今は国としては特定品目に入れて除外

をするというような方針を打ち立てておりますが、これがどのようになるかはわかりませ

んし、それがいつまで続くかもわかりません。そういったことで、国のほうでも思い切っ

た農業施策、農業強靱化等につきましても、かなりいろんな施策が打ち出されるのではな

いかなと、このように思っております。町といたしましては、そういった情報をいち早く

キャッチし、またそれにつきまして、町としてどういう対応ができるか、それによって成

長戦略と位置づけられるかどうかということも十分検討してまいりたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  １３番、川原茂行君。 

○川原茂行議員  町長さんね、お願いしたいのは、ＴＰＰとかいうのはちょっと、ま

あわからない分野ですね、まだ今の段階では。でもおおよそ検討はつくんで、これどっち

かなんですよ。ＴＰＰに農業の品目、５品目、それを入るか入らないか、どっちかなんで

すから。入ってもいける、入らなくてもいける、これ両方考えとったらどうってことない

んです。我々は少なくとも農業を従事する若い連中にはよく言うんです。ＴＰＰに入って、

特に今、関税撤廃を言われておる５品目を仮にいってもいかなくても、農業をやるんだっ

たらどっちでもいけますよという農業を基本的に勉強せよと、そういうやり方をしておる

わけです。 

 ですから、それが決まってからやっりょったんではもう遅いんです。もうどちらかにな

るわけですから、どっちでも、仮に右へ寄ろうが左の戦略をとろうが、このまんのう町の
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土地がよそへ出ていくわけでもないし、よそへ出ていくんだったら人口もなくなってしま

うんですが、そういうわけじゃないんです。農地は残っておるんですから、自分ところの

息子が県外に行こうが、国外行こうが、じゃあ都会の東京からまんのう町へ来たって別段

問題ないし、要するに農地は今１，５００ヘクタールそこそこはあるわけですから、それ

をやっぱり維持・管理し、ただ維持・管理だったら国土保全とか環境問題、植物の多様性

の問題、いろいろな問題はあるけども、そうでなくて生活を農業でしていくんですよとい

う基本的な考え方、それをするんであればＴＰＰのどちらになるか、これは我々はわから

ない段階でありますが、どちらになってもいけますよという考え方をまず持つべきだと、

若い方、そこを勉強してもらわないかん。 

 もう１点、これは恐らく、来年度ですね、来年度の概算要求の中にも含まれてきますが、

今の７人でとまっているというのはもう昨年と変わらない。新しい方が今年は申請者がな

かったということだろうと思うんですが、今は完全な新規就農者ですね、今までは、７人

の場合は。ところが、来年からは自分の後継者として経営移譲してでも、新規就農者と同

等の対応でいきますよというのも、これ大体基本的にはわかっとんです。そうなってくる

とね、自分とこ、今までは本当に農地を持たない方が農業をやろうとするから、いろいろ

な苦労も特別された。それは、町を含めてやっぱり近隣の先輩がいろんな指導をして、そ

れがとっつけるように農地を貸してあげたりなんかして努力してきたわけです。 

 ところが、来年からは親が農業をしておるのを、まあ農業しておるかどうかは知らない。

農地がある。親は公務員かサラリーマンかわかりませんけども、親から経営移譲せられた

農地でもあろうとも、これは新規就農者と認めていきますよということも言うとるわけで

す。ですから、これは恐らくそうなってくるだろうと、予測も大事なんです。確定ではな

いけども、予測というのも大事なんです。どちらになるのかなと判断するのも、これは町

長さん非常に大事なんです。それは当たれば先見の明と、こういうわけですから、そこら

辺も踏まえながら、まんのう町に１，５００ヘクあるのを、例えば、私考えたことないん

ですが、若い方がこういうこと言うんです。 

 我々の時代には、農業というのは粗収入があった場合に純益は大体２割ですよと、８割

までやっぱり必要経費に出ていく。なぜそなに出ていくんやと、やっぱり農機具、一番高

いのは農機具、こういうものが７割まで出ていく計算は、若い大学抜けて２２、２３から

４４歳までですね、４５歳以下ですから、そこら辺の連中と話しよったら、そななこと

我々考えてないですよと、少なくても３割や４割は純益で上げなんだら、そら生活できま

せんわと、そういう考え、発想してくるわけです。 

 それはどういうことなんかと、ここでポイントになるのが、一番ようけ出ていく農機具

をリースなんです。リースでやってもらえんかと、農協とタイアップ言うけどね、農協と

は、任意団体のとことやるわけにはなかなかいかない。何でか。４５歳以下の、私が言い

たいのは、その新規就農者、若い方を育成していくためにやろうとする問題ですから、農

協さんはそれはなかなかできない。４５歳の人も６０歳の人もやっぱり平等にせなんだら、
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リースの場合ぐあいが悪いわと。農協はここで一つ、一線引かれるわけです。でも、行政

の場合はそうじゃないんです。それは独自の町長として農業を成長戦略に持っていこうと

する意欲があれば、今、７０そこそこの人が１０年後に８０、９０にもなれば、到底いか

んわけですから、若い人を育てていくのには、やっぱり魅力があって、言葉で言うたんで

はいかんのですね。実質、純益が何ぼあって、生活するのは、そら一気に裕福な収入が上

げられるとは思いませんが、少なくとも農業で夢が持てる農業、これで生活できますと言

えるところまでは持っていく必要があるんだろうと、そうでないと若い方は計算は我々よ

りずっと早いですから、そんなこと言うたって、今、純益２割やいう農業しよったんでは

もてませんよと、もう３割、４割はなかったらいかんがなと。じゃあ、どうするんやって、

どこを一番肝心に思っとんやって、農機具代をリースにしてくれる方法を考えてつかよと、

これだったらいける。そういう若い方はよくおるんやけども、なかなかとっつけられんの

ね。 

 そういうね、まあ金も要るけども、金以上に投資効果があればいいわけですから、将来

のまんのうの農業、私、琴平や善通寺の農業考えとらへんのや、まんのうの農業をどうす

るかと、ここなんですね。今、１，５００ヘクタールあるのが、本当に７人で守れ言うた

ってそれは無理な話であって、いろんなところで多角的経営していく方もおれば、施設を

持って少ない面積で収入を多く上げる、いろんな方法はあるわけですから、ですから、相

当な数の方が農地を守っていかなんだらいかんわけですから、私、町長さんにお願いした

いのは、まんのう町のこれからの成長戦略は農業に、そればっかりは、私はお聞きをしま

せんが、農業も成長戦略の一端としていこうとする姿勢が欲しいんですが、再度お聞きい

たします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  川原議員さんの農業施策についての御質問にお答えをいたします。 

 先ほどもお話をさせていただきましたが、今まずは農業についてはＴＰＰの問題が大き

な山場を迎えておるところでございます。いろいろ新聞紙上等もＴＰＰについて反対・賛

成論がたくさん出ておりますが、農業につきましてはほとんどの方がＴＰＰで農業が関税

がなくなると、これは香川県としても壊滅状態になるというような試算も出ております。 

 しかしながら、そういうような中で新聞・テレビ等を見ておりましても、うちはやり方

はこういうやり方をやっておる。だから、ＴＰＰがどうなろうと、全く我々のところは影

響がないという力強い発言をされておる農家の方もおられます。しかしながら、それはほ

んの一握りの一部の方で、ほとんどの大部分の方が、もうＴＰＰに参加して農業品目が入

れば壊滅状態になるということが県なり国なりもうたわれておるように思います。まんの

う町だけが、それでやってＴＰＰの影響を全く受けなくて前へ進んでいけるとは、なかな

か私も思いません。 

 しかしながら、食糧自給率の問題等に関しましても、これから自分たちのまちで自分た

ちの地域で食糧がちゃんと自給自足ができるような、食糧生産ができるような方策も非常
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に重要になってこようかと思いますし、これからは地球温暖化等で食糧難の時代になると

いうふうなことも言われておりますので、農業施策につきましても、今後の成長戦略の一

つとして捉えていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  １３番、川原茂行君。 

○川原茂行議員  町長さんね、今の成長戦略に捉えていきたいって、成長戦略、幾つ

かある中に農業も入れていきたいと、こういうお言葉、本当に私心から歓迎するわけであ

ります。 

 そこで、そういう町長さんの前向きな積極的な姿勢を再度確認させていただくというか、

もう一押しというところまでちょっとお聞きしたいというのは、通常ね、ＴＰＰはちょっ

と除外して、先ほど言われたとおりなんです。ＴＰＰに入る、入らない、これは９割以上

の方が壊滅するだろうと、まあ１割もの方はおらんと思います。５％か、それぐらいの方

はいや、入っても私はそれは考えてやっていますという方もおいでます。 

 ただしね、やっぱり農業も今まで昔からずっと来た歴史と文化を守るのも大事なんです

が、やっぱりハイテク農業、今ね、ちょっと基本的に調べてみますと、１０人そこらで、

やっぱり１，０００億近い収入上げておるところもあるんですよ、現実に日本で。ですか

ら、これからの若い方がやるのは、我々よりも当然馬力はあるし頭は切れるし、そういう

方に魅力を持たすのは、そういうのを後押ししてやったら、今までの農業と全く違う、Ｔ

ＰＰと関係ない農業が出てくる、発想が出てくるんです、持っとるんです、今。ただし、

持ってはおるんやけども、あとわずか、悲しいかなそのとっつくとこが問題なんで、とっ

つかせてやれる、現実にとっつかせてやれることを後押ししてやれば、その中の新規就農

者で入ってこようとも、その中の全ての方がそれかといえば、それはまた問題があるかも

わかりませんが、その中には、そういう優秀な方もおいでるわけです。ですから、それを

ひとつどんと伸ばしていけば、あとはやっぱりそれに見習えでいくわけですから、私はひ

とつね、今、町長さんが農業を成長戦略の一端として考えたいということは、本当に心強

く歓迎をするし、今後の若い者にも、やっぱりうちのまんのう町はこういう考えを町長さ

んがお持ちになっとるということも、どんどん言うていけますからね、それは本当に心強

い限りであります。 

 しかし、町長さん、それもう一つ先ほど言う、今までの歴史と文化も大事なんですが、

そういう農業も大事にしていかないかん。しかし、ハイテクの農業も当然考えていかない

かん。それで、まんのう町なぜ、私が農業ですから、それ言うんではないんです。ばっか

りではないです。それもありますけども、なぜ言うかというと、一番立地条件、香川県か

ら考えてね、香川県の中でですよ、日本列島ずっとひもとくと、そらいろいろあるでしょ

うけど、我々はよそのことは関係なし、香川県のまんのう町以外のことは参考にはします

けど、勉強はさせてもらいますけど、まんのう町の今の姿を基本に置きながら考えていく

わけです。一番いいのは水が清流なんですよ。少なくとも、下流よりはきれいなのは間違

いないんです。ただ、水が少ないというのはあるんですが、それは別の角度で勉強させて
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いただきたい。 

 しかしまあ、一番いいのは立地条件的に恵まれておるのは、中山間、中山間なるがゆえ

のいいところがあるんです。そこで、どうしても水が悪くてできないというものができて

くるんです。そういうものがハイテク農業の一端に関係してくるんです、この水が。そう

いうものを考え合わすと、まんのう町は私が考える以上、私だけの独断じゃないんです。

いろんな方にもお聞きはしとんです。専門的な方にもお聞きしとんです。まんのう町の中

山間、特にね、中山間のところはこれからのハイテク農業には一番いいですよと、そうい

うのも聞いていますからね、ひとつこれは町長さん、本当に思い切った決断をしていただ

き、また、課長にも町長さんが言わんでも私が言いよることを聞いて理解してくれる課長

ばっかりだと私はそう思っております。まあ、その程度しかまだ川原、わかっとらんのか

という課長ばっかりだと思っておりますから、一つ言えば５がわかり、１０がわかるよう

な課長ばっかりだと思っておりますので、町長さんのこれからのかじ取り一つで、まんの

う町はすばらしい町になることを私は確信持っています。 

 ですから、町長さんの意欲と熱意、これを再度に再三になりますが、これで終わります

が、お聞かせいただいて終わらせていただきます。お願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  川原議員さんの再々質問にお答えをいたします。 

 川原議員さん御指摘のように、確かに我々の地域は平野部といいますか、どちらかとい

いますと、中山間地域ということであります。それはそれですばらしい環境であるという

ふうに思っておりますし、この讃岐平野の中でも我々の地域の、特に山間部のお米は寒暖

の差も激しく、非常においしいと、また、清流の中で育てられて非常にすばらしいお米が

できているというような高い評価もいただいておるところでございます。 

 そういったことで、今後そういったものを十分大事にして、これからも農業を伸ばして

いきたいと思っておりますし、米だけでなくて、いろんな多角的なものも取り組んでいき

ますし、それにやはり付加価値をつけていくというようなことも非常に重要になってきま

す。また、若い新しい人たちのハイテク農業といいますか、そういったものにも十分目を

向けて支援をしていきたいと思っておりますし、十分、我々の地域、これからも農業に力

を入れていけば、成長戦略の一つに十分なっていくものと思っておりますので、今後とも

御支援のほどよろしくお願いいたします。 

○川原茂行議員  終わります。ありがとうございます。 

○大岡克三議長  以上で、１３番、川原茂行君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、本屋敷崇議員の質問は一問一答方式であります。 

 ５番、本屋敷崇君、１番目の質問を許可します。 

○本屋敷崇議員  ５番、本屋敷です。議長より発言の許可をいただきましたので、通

告書に従い、一般質問をさせていただきます。 
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 町の運営とは、手こぎボートなのかもしれません。そのボートのかじを町長がとり、議

員がこぐ。しかし、そのかじ取りが間違っているとなれば、私たち議員はこがない。かじ

取りのその先に滝があって、船をこぐ議員はいないでしょう。 

 高度成長期、自治体という船は広く安全で流速のある川を国の大きな船の後ろについて

こいできました。決断を迫られるかじ取りも少なく、こぐかこがないかの決断を迫られる

ことも少なかったのでしょう。しかし、その川がいつの間にか危険な川になり、国の船は

座礁し、町の船もみずからの決断に迫られている現在、我がまんのう町も少しの判断で座

礁しかねない状況にあります。 

 現在、まんのう町は始まって以来の大きな事業に手をつけているわけですが、その事業

こそが船を転覆させかねない事態を引き起こしています。今求められるのは決断を間違わ

ない、頼れるかじ取りであり、こぎ手なのでしょう。僕もお世辞ではなく、町長の人柄に

は好感を持っています。一緒にお酒を飲むのも好きだし、語らうのも好きです。しかし、

僕たちの船には２万人という町民が乗っている以上、そういった人柄のよさと、かじ取り

を混同してしまっては、町が不幸になってしまいます。町長、今あなたのかじ取りは正し

いですか。何点か例に出して、問いましょう。 

 昨日、決算の上程で質疑もしましたが、壁が壊れた後に全てのサービス購入費を払う。

あなたはもしだめだったら返してもらうと言いますが、特別委員会で山下設計、統括マネ

ジャーを参考人招致しただけで、要求水準は超えていないであろうという答弁が返ってく

るのです。お金を払う前にもっとすべきことがあったのではないですか。さらには、後で

返していただくというものも口頭でお願いしただけで、念書も何も取っておられない。本

当に返ってくるのでしょうか。そのお金はあなたのお金ではなく、船に乗る町民のお金な

のですよ。 

 また、弁護士を通してお願いした建築士の先生が手直しの判断をするのに、工事写真は

出てこない、施工図も出てこない、工事監理の確認書もないという状況でありながら、判

断しないあなたにかわり、議会が破壊検査を進めました。破壊検査当日、破壊しなくても

いいんじゃないですかという設計士に、破壊を進めたのはあなたではなく、私たち議会で

す。その結果は、壁の下地は十分ではなく、ずさんな手抜き工事の状況が確認できた。 

 あのとき、壁を剥がさずに上から新しく壁を張っていた場合、手抜き工事もわからず、

安全性の確保もできていなかったでしょう。残念でならない。なぜ、あのとき同席してい

たあなたの口から、いや、このような状況だ。壁を壊さなければ議会や町民はもちろん、

第一に私の納得がいかないと言ってくれなかったのか、そう思っているのは私だけでしょ

うか。 

 また、特別委員会が設置され、国や県にもお願いしなければならないと言っている委員

会がいることを知りながら、あなたは執行部だけで出かけていってしまった。このような

状況を好転させたいのは私たち議員も同じであり、国や県にお願いにいくのに執行部だけ

でなく議会も含めたほうが効果も高く、私たち議員も納得できるのがわかりませんか。 
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 契約前に、これ以上の増額はないと言っていた大成建設が２億８００万の増額をお願い

してきたときに、１人で東京の大成建設に行って交渉し、認めてきてしまう。契約主がみ

ずから相手のところに単身で交渉に行く、このことがいかにおかしく、相手がまんのう町

をばかにする要因になっているとは思いませんか。 

 栗田町長、あなたは２万人の船のかじ取りであり、私たち議員はそのかじを判断し、前

にこいだり、時には後ろにこがなくてはなりません。今、我が町が置かれている状況をよ

く理解していただき、船をこぐ私たちが納得のいくかじを取るために、私たちを納得させ

るだけの力が必要なのではないでしょうか。 

 まず、正すことは正し、次に進んでいかねばならないということから、今私が述べたこ

とについていかに考えているのかをお聞かせください。以上です。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  本屋敷議員さんの御質問にお答えをいたします。 

 我々は通告書に基づいて答弁を考えております。事前にそういった具体的な質問を項目

別に上げていただければ私も十分もっとまともな答えができたかもわかりませんが、今聞

いたばかりでございますので、十分な答弁ができるかどうかわかりませんが、答弁させて

いただきます。 

 まず、今回の満濃中学校ＰＦＩの体育館の内壁に穴があいたという問題でございますが、

この前、皆さん方に現場のほうへ来ていただいて検証してもらおうということで、私のほ

うから現場のほうへ来ていただいて、壁を剥がしますと、議員さんが指摘する場所をどこ

でもあけて検証してくださいということで、皆さん方に招集をかけたところでございます。 

 そのような中で、設計士の先生がああいう発言をされたかもわかりませんが、私として

は当然、皆さん方来ていただいているので思ったところを剥いでいただいて十分検証をし

ていただいたところだというふうに思っております。 

 また、契約前に東京のほうへ単身で行ったと言いますが、それは私だけでなくて、うち

の担当者も一緒には行きました。そして、最後の詰めでこういうことをしようということ

で話をしてきたところでございます。 

 また、今後の方向性でありますが、今回の事件につきましては、町民の皆さん方も非常

に心配をしておられますし、不安に思っておられることが多々あろうと思います。例えば、

その１件だけ見ても、非常にずさんな工事がされておるのでないかというような不安がよ

ぎります。そういった中で、本当に建物が常に皆さん方が言われておりますように、子供

たちの生活の活動の場であり、また避難場所にもなっておるということから、まず一番に

安心・安全のことが頭に浮かんでくるわけでございます。そういったことで、きちんと構

造計算等ができているのか、そういったことも第三者機関に早く委ねて、調査結果を報告

したいと、このように思っておるところでございます。 

 まず、一番には検証することが一番大事だろうと思いますし、支払い等の問題につきま

しても、現在のアリーナの瑕疵等についてだけでなく、支払いということになりますと、
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全ての検証をしていかなければならないと思っておりますので、アリーナ内につきまして

は、かなり詳しい破壊検査をしたということで、状況がわかってきたと思っておりますし、

その他の部分についてもいち早く専門家集団に調査を依頼いたしたいと思っております。 

 さきの特別委員会等では、地域から代表者を選んで、その方で調査をしていただこうか

というような話にもなっておりましたが、私はこれは非常に難しい問題ではなかろうかと

思います。先ほども申しましたように、この今回の建築の検証をしていく上におきまして

は、かなり専門的な知識も要しますし、かなりの集団でいろんな専門分野で検討していか

なければならないと思いますし、建築の分野でございますから、当然資格が必要になって

まいります。幾ら正しいこと、理論づけて言われても、資格を持っておらなければ全く無

効になります。 

 そういったことで、きちんとした資格を持っている方、もちろん１級建築士ということ

はもちろんでございますが、構造ということになりますと構造建築士、また設備士等々専

門分野が多岐にわたってまいります。そういったいろんな専門家の集団でこの検証をして

いかなければ、とてもできないというふうに私は思っております。 

 ですから、私も県のほうなり、また国の国土交通省のほうへも行って、いろいろ指導を

受けていただきました。その中で、国土交通省住宅局、また県の建築指導課とも相談をし

ましたが、その中で両者とも、もしその検証をお願いするのであれば、この三つの機関で

あろうというようなことはアドバイスをいただきました。県も国も同じでございましたが、

一つは財団法人で非常に公共に近い公共建築協会、またそれにかわる、もし地元であれば

建築士事務所協会のような方、またＥＲＩを始めとする認定機関、この三つのうちの一つ

を調査機関としてお願いをして調査を進めていくべきであるというようなお話は、皆さん

方にきちんとさせていただきました。 

 それで、その三つの中でありますが、当然こういう大きな問題でございますので、その

三つのどれかにお願いしても受けてくれるとは限りません。そういった中で、町民の皆さ

ん方を安心させるためには、いち早くどこかの機関に頼んで、その中で調査項目等もきち

んと取り決めをいたしまして、早急にこの原因究明、また現状の調査を進めていくのが今

の一番の私の使命であるというふうに思っておりますので、強いリーダーシップを持って、

そういうことを進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  ５番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  今、町長のほうが強いリーダーシップを持ってというようなお話で

はありますが、今、この議会の人間ですね、そこを不安視しているわけですよ。最初の質

問にもあったように、議会として納得がいかない部分、金の支払いのときにも、払わせて

くれと、いや待てと、議会がとめとるわけですよ。そして、このざまです。 

 第三者機関にとってもそうですね。先ほどの設計士の先生が破壊検査をもとに来とると、

それはわかります。そら破壊検査を指示したのは議会ですから、するしかないやないかと。

その前に町長から、このような状況ですから、破壊検査をしますけど、立ち会ってくれま
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すかという言葉はありましたか、なかったですね。そして行ったときに設計士の先生が、

大成側からこれだけの資料が出ておりますと、もう壊さなくてもいいんではないですかと、

議会のほうにお話ししたときに、議会側が言う前にですよ、待て待て先生と、話が違うわ

と言ってくれとけば、そのリーダーシップを信用できるわけですよ。第三者機関にしても

そうです。頼み方があるんですよ。納得がいかんのや、町としては断固としてやるんやと、

その思いで頼むのと、ちょっと調べてくれんかな。この頼み方と全然違うわけですよね。 

 結果にしてもそうです。出てきた結果をどこでおさめますかという部分にしてもそうで

すよ。裁判なんて、お互いの主張の言い合いですから、いやいや、わしらはここで納得い

かんのやと、それが言えるかどうか。今までの町長のその態度ね、リーダーシップでそれ

ができるのかということが私たち議会の不安視なんですよ。そこを改めてくれないかと言

いよるわけです。でしょう。 

壁が壊れたときに、大成のほうが第三者機関、そちらで選んでくださいと、私たちが

選んでも納得せんでしょうと、あのとき町長もおっしゃいましたね。執行部のほうで選ん

だだけでは納得いかないでしょうと、議会のほうからも出してくださいと、そういう状況

なんですよ。納得いかないことばっかりなんです。 

 その一緒に東京に行った担当者も、壁があいてから実施設計図書を相手方に返しとる。

意味がわからん。委員会の中で竣工図、これも５月３０日に出てきとんですけど、５月３

０日に出てきとる竣工図、その後に７月１４日でしたかね、ちょっと日にちは忘れました

けど、それに体育館、周りのランニングコース、壁が２枚のところを修正して１枚に返し

てきとる竣工図、それが本竣工図ですとおっしゃるような担当者、誰が信用しますか。 

 今、そのように議会は執行部に対して不信感がいっぱいなんですよ、そこを改めてくれ

と言いよるわけです。そのリーダーシップという部分で、私がこの問題を皆さんの納得の

いくように解決してみせるという強い行動力と態度、そこを見せてくれと言いよるわけで

すよ。それを見せていただけますかという話、今までのね。こういった部分を間違ってな

いとおっしゃるならそれで結構です。僕、後ろに船こぐだけですから、それはほかの議員

さんが判断すればいいでしょう。僕は精いっぱい後ろに船をこぎますよ。そんな状況じゃ

ないでしょう、今。議会を真っすぐ前によけるように、解決するために、こがすのがあな

たの仕事でしょう。 

 正すことは正す、今後二度と今までのようなそのようなことが起きないようにしますと

言ってくれればいいんですよ。そして、これからは議会が納得いくように説明もし、議会

側の意見をよく聞き、前に進めていくと言ってくれればいいんですよ。そうでしょう、違

いますか。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  本屋敷議員さんの再質問にお答えをいたします。 

 今まで壁の問題でございますが、私のほうから何月何日に体育館のほうで破壊検査をし

て、剥いで中を、議員さんの指摘された場所を剥いで見ていただいたら、お集まりくださ
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いということで、私のほうから案内をしたと思っております。 

 また支払いにつきましては、今回払ったわけでございますが、今後の検証次第によって

は、それ当然、返還命令も出てまいりますし、それは今後の結果次第であるというふうに

思っておりますし、今までの事象だけ見ても、当然契約違反がございますので、それは当

然出てくるものと思いますが、その金額が幾らになるかというようなことは、今から進め

ていく調査の中で明らかになってくるものと考えておるところでございます。 

 また、議員の皆さん方が納得がいくように、納得がいくようにというような話がありま

したが、全員の方が全て納得してくれということは非常に難しいと思います。何人の方か

は反対される、納得がいかないというような方もおいでるかとは思いますが、議員の良識

の判断をいただきまして、私は前へ進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○大岡克三議長  ５番、本屋敷崇君、再々質問を許可します。 

○本屋敷崇議員  多分、議員の皆さんは覚えてらっしゃると思いますけど、全員協議

会でしたね、全員協議会で手直しの工法を言うときに、議会のほうから、おい、下地はど

うなっとんやと、いや、それが今大成側のほうに施工図等々を出してもらいよるんですけ

れども、書類がないんですと、書類がないんですじゃ、しょうがいないやないか、そんな

破壊するしかないやないかって全員協議会で言うたん、うちらですよ。そのときに、いや

いや、町長のほうから大成のほうに、こうこうこういうふうに下地はどうなっとんやと、

結果ですね、施工図もない、現場写真もない、工事管理書もないと、そのような状況やか

らと、何月何日に剥がします。来てくださいというもんではなかった。それはもう皆さん

覚えてる、間違いない。全員協議会の資料を見ればわかる。 

 数で押したらええがという発言もありましたけど、それを民主主義ですから、かまんの

かもしれませんけど、この状況ですよ。今までの積み重ね、それで数で押したらええとい

う発言はどうかなとは思いますけれども、それをされるんであれば、そういうふうにこち

らのほうとしてもさせてはいただきますけれども、私たち議会が一緒になって前に進める

ような状況をつくるのが町長の姿勢であると考えますが、いかがですか。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  本屋敷さんの再々質問にお答えいたします。 

 今、本屋敷議員さんのほうから、数で押したらいいがと、私は決してそういう発言はし

ておりません。訂正してください。 

○本屋敷崇議員  訂正って、そういう取り方ですよ。 

○栗田町長  それはあなたの取り方でしょう、私は決してそういうことは言っており

ません。 

 議員が納得、皆さん方が納得いくように、納得いくようにというような話でありました

が、全ての方が納得してくれるというようなことはなかなか難しいと思います。その中で、

議会の皆さん方の良識の判断のもとで私はやっていくというような発言をしただけで、決
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して数の力で押していくというような発言はしておりません。訂正していただきたいと思

います。 

 また、最終的に私のほうから何月何日の何時に現場のほうへ来てくださいと、議員さん

のほうが指摘した場所を剥がして下地を検証していただきたいと思いますということで案

内はしたというふうに理解しております。よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  町長のほうから指摘がありましたけども、その部分については発言

を留保しておきます。 

 本屋敷君の１番目の質問を終わります。 

 続いて、２番目の質問を許可いたします。 

 ５番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  ２番目の質問に入ります。 

 ２番目は、ふるさと納税の活用についてというような部分ですけれども、２００８年４

月３０日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により、個人住民税の寄附金税制

が大幅に拡充された形で導入されたふるさと納税でございます。このふるさと納税は、納

税と命名はされているものの、本来は寄附金と税額控除を足した制度であり、そのふるさ

とという定義も明確ではなく、納税する人が自由に納税地を選ぶことができるようになっ

ています。そのため、被災地のようなところでは、全国からふるさと納税が集まったり、

また制度活用に積極的な地方自治体では、寄附金者に対して地域の特産を贈呈するなどし

て自己財源の確保の一部として活用してるところがあります。また、このふるさと納税の

特徴として納税者が使用目的を教育に関するものとして使用してくださいと町が指定して

いる幾つかの項目から選ぶことができます。 

 さて、この制度を我がまんのう町が今現在、どのように活用しているのか、さらには今

後どのように活用していく予定なのかをお聞かせください。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  本屋敷議員の質問にお答えいたします。 

 ふるさと納税制度は、平成２０年度の地方税法一部改正により制度化されたもので、納

税者が自分の意思で納税分の一部について納税先を選択できる制度です。納税となってお

りますが、新たに税を納めるものではなく、出生地や過去の居住地にこだわらず、納税者

が応援したいと思う自治体への寄附金のことで、個人が２，０００円を超える寄附を行っ

たときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度でございます。 

 本町におきましても、ふるさと納税を管理運用するための「まんのう町ふるさと応援基

金条例」、またその使途を定めた「まんのう町ふるさと応援寄附条例」を平成２０年１２

月に、議会の議決をいただき制定いたしております。 

 制度が始まり、本年８月末日現在、延べ３７人の方から、３２４万６，８００円の寄附

金をいただいております。この方々には、時期に応じた地元の農産品や加工品等の特産品

を礼状とともにお送りしております。また、同意を得た方につきましては、町の広報紙に
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お名前を掲載しております。同時に、前年度に寄附をいただいた人数と総額についても広

報にて公表いたしております。 

 さて、年度別に寄附状況を申し上げますと、平成２０年度が３人、１５万円。平成２１

年度が６人、７１万５，０００円。平成２２年度が８人、７４万５，０００円。平成２３

年度が７人、６８万５，０００円。平成２４年度が２人、７２万１，８００円。平成２５

年度が８月末までで４人、２３万円となっております。寄附金をお寄せいただいた皆様に、

深く感謝している次第でございます。 

 ふるさと納税の寄附案内につきましては、町ホームページにて周知しておりまして、毎

年新しく１名から２名の方から寄附をいただいております。今後も継続して寄附をいただ

けるよう、また、新たな方から寄附をいただけるようＰＲ方法を検討してまいります。 

 次に、お寄せいただいた方々が希望する寄附金の使途についてでございますが、教育、

スポーツの振興に関する事業に５人、１５３万円。保健、医療、福祉の向上に関する事業

に３人、２０万円。特に指定のない方が２９人、１５１万６，８００円となっております。

金額としては、教育、スポーツの振興に関する事業が約半数となっております。また、多

数の方が使途を指定せず寄附を寄せていただいております。 

 ふるさと納税の寄附状況につきましては以上でありますが、現在、この寄附金につきま

しては使用しておらず、基金として積んでございます。今後、町の予算から寄附をいただ

いた方々の趣旨に応じた事業に対し、特定財源として基金の一部充当を検討していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 訂正をさせていただきます。特別に寄附状況を申し上げますと、平成２４年度が９人、

７２万１，８００円でございました。よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  ５番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  今現在のまんのう町での寄附金の状況を教えていただいたんですけ

ども、僕のほうもこの質問を考えるに当たって、ふるさと納税に関するホームページとい

うのがあるんですよね。そういった部分でちょっと調べてみたんですけど、そのときに、

まんのう町は特産品が載ってなかったんで、してなかったんだと思ったんですけど、して

るんですか。 

 まあ、せっかく調べたんで、ほかの香川県内の状況ですけども、特産品があるのは観音

寺で１万円の寄附、三豊市で３万円以上の寄附、小豆島で５，０００円以上の寄附、綾川

町で３万円以上の寄附、琴平町で５，０００円以上の寄附、多度津町で１万円以上の寄附

の方に特産品を送ってるということですけども、今、まんのう町の話を聞くと、このホー

ムページが合ってるのかどうかが、なかなか怪しいところではありますが、そういって、

全国で有名なのは鳥取、島根あたりが有名ですけども、なぜ全国でふるさと納税をこのよ

うに特産品までつけて集めているのかというのを私なりに考えたんですけども、寄附金を

することで住民税の控除が受けられるというのが寄附をしやすいというだけでなくですね、

ちょっと待ってください。住民で寄附しやすいだけに多くの自治体で自己財源を集めるこ



－４９－ 

＋

とに力を入れていると言えると思います。 

 さらにですね、住民税の控除は住居地で受けるために、寄附を集めることのできる自治

体の恩恵は大きい。うちで寄附をいただいて、住民税の控除は東京とかで控除になるわけ

ですよね。だから、そのことから考えても、寄附金のトップが東京都、２番目が神奈川、

３番目が大阪というふうに、田舎に寄附をして自分とこの住民税を控除されるというわけ

ですから、第２の地方交付税と考えても差し支えがないんではないかと思うわけですよね。

それだけに、地方の団体が力を入れてると、ということを考えれば、うちのほうでもです

ね、まんのう町から出ていって、東京や大阪ですね、そういったとこに住んでる方からい

ただければいただくほど、恩恵の高い寄附金であると考えることができるわけです。 

 そう考えれば、この寄附金制度、活用しない手はないと思うわけですね。特産品を出す

というのも確かにいいとは思うんですけども、中には寄附要綱、今先ほど、うちのほうは

教育、スポーツ、保健福祉のほうですね、その他要綱なしというような部分になってます

けども、全国的に見ると、何々中学校の改築のためとか、お祭りの保存とかで寄附を集め

てるわけです。それで基金に入れてしまうわけですね。それで特別財源として使ってしま

うと考えれば、仲南でいえば、今度、幼保一元化の部分の施設をつくると、仲南地区から

出ていった方に幼保一元をつくるんですと、お願いしますと、寄附をくださいとかですね、

綾子踊りを守りたいんですと、綾子踊りのために寄附を下さいとかですね、琴南でいけば、

念仏踊りのために、また獅子舞のために、さらにはサマーフェスタの花火のためにとか、

満濃もそうですね、まんのうフェスティバルの花火のためにとか、そういうふうに寄附要

綱を小さくしていくことによって、かなり、まんのうから都会に出ていった方が、帰れは

しない、だけどふるさとに何かの形で貢献をしたい。貢献をする中で、自分のお金がどこ

にいったかを明確にしたい。ということをはっきりすればするほど寄附しやすいわけです

よね、何でもええからつこてくださいねというのよりはですよ。 

 そういったことから考えて、これからこの寄附金、第２の地方交付税として活用してい

くならば、そういったような考え方を持って、まあ特産品もええとは思います。そら出し

たらええと思うんですよ。しかしながら、そういった故郷の一翼を担える、それにならお

金を出してもええなと思うような状況をつくれるような制度にちょっと変えていただきた

いなと思うんですけれども、そのあたりについてどう考えるか、所見をお聞かせいただい

たらと思います。 

○大岡克三議長  企画政策課長、髙嶋一博君。 

○髙島企画政策課長  本屋敷議員さんの再質問に対してお答えをさせていただきます。 

 御指摘のとおり、ふるさと応援寄附については、いわゆる交付税の中の基準財政収入額

にも組み入れられない特別な制度でございまして、いわゆる居住地以外の、居住地でも構

わないんですが、ところで、自分で寄附をして、それがはっきり言って、どういう使途に

使ってほしいということを特定できるというところに一つの特徴があると思います。 

 先ほど町長のほうも御説明したように、まんのう町には、ふるさと応援寄附条例という
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のがございます。その中で、事業区分としまして、１としまして芸術文化の振興に関する

事業、２としまして環境保全に関する事業、３としまして保健・医療・福祉の向上に関す

る事業、４としまして教育・スポーツ振興に関する事業、５としまして産業振興に関する

事業、６としましてその他目的達成のために町長が必要と認める事業というような６項目

の事業を一応今のところは指定をしております。 

 これについては、先ほど町長のほうからも答弁をさせていただきましたように、現在の

ところは基金として積み立てを行っております。この中でですね、それこそ芸術文化につ

いては、綾子踊りについても該当するだろうと思いますし、仲南町の子供の施設につきま

しても、教育・スポーツの振興に関する事業ということで該当するだろうというふうに考

えております。これを余り細分化することの意味ということにつきましては、多少疑問が

残るところはございますし、目的を限定して、それを呼びかけるというには趣旨がちょっ

と違うのではないかなというところはありますが、本屋敷議員さんの、いわゆる御提案の

御趣旨は十分わかりますので、その点については、また検討していきたいなというふうに

は考えております。 

 それと、お話の中で特産品のお話が出ましたが、今現在のところ、まんのう町では、先

ほども寄附していただいた方の内容等については御説明しましたが、一応、５，０００円

を超える寄附をいただいた方については、約３，０００円程度の特産品を送らせていただ

いております。昨年につきましては、仲南振興公社のほうへお願いして、ひまわり油とひ

まわりドレッシングというようなものを、その前には、いわゆるお米とかそういう部分を

考えまして贈呈をさせていただいております。 

 今のところ、寄附していただいた最低額が約１万円ですので、全員の方に何らかの特産

日は送らせていただいたというのが今のところの現状でございます。以上でございます。 

○大岡克三議長  ５番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  今、企画政策課長のほうから条例なんですね、条例なら議員発議で

も改正はできるんですけれども、今、課長のお話でしたけれども、いろんな意見を見てる

と、ふるさと納税においてもう少し細分化してほしいというようなアンケートも多いんで

すよね。教育云々、芸術云々では、そこは芸術のどの部分に私の金が行ったんやという部

分で見えないと、だからもう少し確定してほしいと、だからほかの自治体では何々獅子保

存会であるとかね、何々中学校の改修であるとか、そういうふうに細分してるところが結

構あるわけですよね。 

 だから、それはサイトを見ても寄附した人の部分として意見として上がっていることは

たくさんあります。だから、疑問を呼びますと思いますと、挟みますという意見ありまし

たけれども、そこは僕、もし自分が寄附するとしても、もし東京にいて寄附をするならば、

まんのう町ではあるけれども、本来、琴南出身として外に出ておるわけですよね。じゃあ、

琴南と仲南と満濃でもし分かれているんであれば、私は琴南の部分に多分寄附するでしょ

う。仲南出身の方は多分仲南の部分に寄附するでしょう。満濃の方は満濃の部分に寄附す
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ると思うんですよね、そういうふうにしたほうが寄附は得やすいはずです。 

 条例ですから、改正もしていかないかんと思いますけれども、今のお話を聞いた上で執

行長としてですね、私はそういう意見ですけれども、その意見に賛同ができるかどうか、

条例改正も含めて、議会のほうとかとも話してみる気があるかどうか、そのあたりをちょ

っとお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  本屋敷議員さんの再々質問にお答えいたします。 

 先般、ふるさと納税について、雑誌を読んでおりますと、その地区では非常にふるさと

基金がだんだんだんだん毎年減ってきたと、それはどういう原因で減っておるのかという

ことをいろいろ調査したものが載っておりましたが、どうも自分が寄附したものが何に使

われておるかわからんと、これでは何か寄附した意味がないというようなことで、だんだ

んそれが減ってきておるというような結果が載っておりました。 

 そういうことで、本屋敷議員さんお話がありましたように、私の出身である例えば琴南

中学校のために私の寄附したものが使われるんだということがはっきりわかれば、寄附の

数がふえてくるんではないかと私も大いに思います。そういうことでありますので、十分

検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  以上で、５番、本屋敷崇君の発言は終わりました。 

 ここで議場の時計で１４時５０分まで休憩といたします。 

休憩 午後 ２時３６分 

再開 午後 ２時５０分 

                       （大西豊議員着席 午前２時５０分） 

○大岡克三議長  それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、関洋三議員の質問は一問一答方式での申し出があります。 

 ６番、関洋三君、１番目の質問を許可します。 

○関洋三議員  ちょうど私で７番目になりますけど、あとお二人残しておりますので、

急いでいきたいと思います。 

 議長の許可をいただきましたので、三つの質問までできるという申し合わせに従い、一

つ、満濃中学校建設にかかわる問題と、民生児童委員に関することと、町主催の敬老会に

ついてを質問いたします。 

 まず最初に、満濃中学校建設にかかわる問題として、満濃中学校体育館の内壁やり直し

工事による生徒への影響について教育の観点からお尋ねします。 

 世界においても名の知れ渡っている大手建設会社が思いもよらず施工ミス、そして施工

監理の不備を指摘されて、一部工事のやり直しをしている段階です。また、ほかにも手抜

き工事が行われてはいないかとの不信感から、町顧問弁護士を通じて徹底的に調査を行う
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という前代未聞の事態が起こったわけですが、信用ならない大人社会をまざまざと見せつ

けられた生徒たちには本当申しわけないと思います。今後どうやって大人社会の信頼を回

復したらええものか迷うところです。議会の対応としては、新たに特別委員会を設置して、

事に至った経緯を調査するとともに、契約の見直しまでも視野に入れた対応の協議が始ま

っています。 

 子供らは常に大人に対する不信感を少なからず持っています。今回は教育の場で起こっ

た大人の不祥事です。子供らが持つ大人に対する不信感を取り除くことが子供らに存在感

を持たせることになり、健やかな成長につながっていくものと信じます。それには大人た

ちがそれぞれの立場から存在感を見つめ直し、子供らから信頼される努力が必要になりま

す。事の重大さを真摯に受けとめ、父兄や子供たちにどのように説明を行おうとするのか、

その点をお尋ねいたします。 

 まず１番目は以上でございます。よろしくお願いします。 

○大岡克三議長  教育長、斉藤賢一君。 

○斉藤教育長  関洋三議員の質問にお答えいたします。 

 このたびの体育館内壁に穴があくという事象は、甚だ遺憾な出来事であります。子供た

ちには、待ち焦がれていた体育館だけにまことに残念でなりません。また、改修中はほか

の体育館を利用するなど、子供たちや保護者の皆様、先生方に大変な御不便をおかけいた

しました。この事象、私といたしましては、子供たちや保護者の皆様には、事実をありの

ままに承知いただくべきであると考えております。 

 現代社会においては、利潤を求めるがゆえに、経費削減のため、手間と必要とされる経

費までも削減した結果、社会に害を及ぼすさまざまな問題を引き起こした事例が報道され

ております。今回の件もそれに類するところが見受けられます。 

 元来、日本はものづくり大国であり、緻密さ・正確さ・丁寧さで世界に誇れる経済大国

となり、世界をリードしてきたわけでございます。施行者側に、子供たちに末永く使って

もらう安心・安全な施設をつくろうという、ものづくりに対する誠意とモラルがあれば、

このような問題は発生せず、したがって子供たちへの被害も及ばなかったのにと、まこと

に残念でなりません。 

 議員御指摘のように、子供たちは大人社会への不信感を抱く結果となりましたが、今後、

私たちは「災い転じて福となす」という発想で取り組まねばならないと考えております。

すなわち、大人社会の厳しさを今回の事例をもって子供たちに示す教育の機会と捉えたい

と考えております。 

 平成１０年６月に出された中央教育審議会答申は、「大人社会のモラルが低下している

状況がある。不正やルール違反を許容してしまう甘い風潮、義務・責任を忘れ、自由と利

己主義とをはき違える風潮、そして正直さ・誠実さ・まじめさなどの価値を軽視する風潮

が子供たちの規範意識の低下を助長している」と述べております。 

 こうした風潮を払拭し、まんのうの子供たちを健全に育成するために、私たちが今後取
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り組まなければならないことは、やってはいけないことや間違った行いは正し、自分の行

いには責任を持つ自律の精神を子供たちに学ばせる指導に、今後一層努めるとともに、私

たち全ての大人が、みずから襟を正して子供たちにかかわっていくことであると考えてお

ります。以上でございます。 

○大岡克三議長  ６番、関洋三君。 

○関洋三議員  よくわかる答弁をいただいたように思います。今思いついた話なんで

すけども、私の正面には町長、副町長、教育長という方が３人おられますけども、やはり

町長は行動力、そして副町長は管理と、そしたら教育長は頭脳やと、そのように私は感じ

たところでございます。そういうことで、ぜひ今回の解決に向けても、教育長のなかなか

そういう姿が見えなかったんですけども、今日力強い答弁いただいて、これならいけるか

なというような感じは受けとめましたので、より一層御努力いただきたい、解決に向けて

の努力もいただきたいと思います。 

 と申しますのも、対策室というのが、満濃中学校建設対策室、２年、３年前から。それ

はどこにあるかというと、よく勘違いするんですけども、建設課じゃないんですわな、教

育委員会にあるということ。そして、今仕事出しとるのは、やっぱり教育委員会が多いん

ですね。この８１億５，９３４万３，５５５円という数字が先ほども出ておりましたけど

も、２５年間にわたっての契約という、これも教育委員会、これだけの大きな事業、教育

委員会、言うたら、それはトップであります教育長にかかっておるわけですけども、残念

ながら、この中学校の工事の起工式にくわを入れたときの教育長からいうと、もう３人目

なんですね、そのぐらいもうかわってきとる。こういうことからですな、不信感というの

も募っとったというの、何か筋書きどおりになっとったかみたいな、結果ですよ、悪く考

えると。だけども、悪く考えるのはこのぐらいにして、これからは、今、教育長言われた

ように、頭脳を生かして解決へ向けてひとつ考えを新たに、ええ方法に向けて頑張ってい

ただきたいかなというふうにまた感じました。 

 そこで、今答弁の中にも少しありましたですけども、安く上げるということについての

話をちょっとだけさせていただいたらと思うんですけども、私、会があったら話もしとん

ですけども、建物を建てると、やはり坪単価というようなことをよく言います。そういう

ことで、今回２カ月ほど前に町の執行部のほう、担当課長からいただいた資料をもとに話

をさせていただきますと、校舎というのは６，５８９平米と、６反５畝というイメージに

なるんですけど、それが１０億６，３００万円かかりましたよと、それで坪単価は、坪で

すよ、平米じゃないですよ、坪単価が５３万円でしたと。そして体育館は４３４３と覚え

とんですけども、４，３４３平米の８億１，７００万円、今の問題になっとる体育館は、

アリーナや全部入れて８億１，７００万かかりましたよと、そして坪単価は校舎より高い

６２万円ということで、９万円ほど高いということ。そして図書館は、あれはちょうど１，

０００平米です。１反と覚えとったらええんですけども、それが１億８，８００万円で坪

単価が６２万円、これ体育館と図書館が坪単価同じなんです。 
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 それで、この資料はプリントでいただいたので、私が２カ月ぐらい前に質問したときに、

そのときには答えがでなかったもんで、後で出しますと言うていただいて、プリントで皆

さんに、議員全員に配られたようなので、ただ、ただし書きも何もなかって、これだけ出

とりました。 

 ついでの話でプールなんですけども、プールは、５コース２５メートル、５コース２５

メートルで１億１，２００万円、コースの１メートルで大体１００万近く要っとるという

ように認識いただいたらええんじゃないかと思うんですけど、そういうような工事を含め

て２５年間、管理運営していくということ、これ大成グループが受けたということで、８

１億５，９３４万３，５５５円、これは今から２５年間、覚えとかなんだらいかん数字だ

と思うんです。そういうことから考えると、災いをという話がありましたけども、ぜひ、

今教育長言われたように、今の子供らにやっぱりそれを教えてほしいと思います。今の子

供らも２５年後には、もう町の職員になったとしたら中堅、住民にとっても中堅的な役割

を担う４０歳、またその手前の年齢になるわけですから、それまでのやはりこれから関係

していくわけなんです。 

 それともう一つ大事なことは、そういう話を、もちろんＰＦＩというようなＰｒｉｖａ

ｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ、これを今のやっぱり生徒にも、たてり教

えてあげると、教えてやるというのが大事でないかと思います。 

 大人でも、ＰＦＩ言われたって、なかなかわかりにくい、そのシステムが。どのぐらい

わかりにくいかという一つの例出します。これもこの前に会で話したんですけども、話、

私ちょっと何気なく質問させてもろた、一つの。何気ないことやったですけど、私にとっ

ては大きな問題なんですけども、担当者の方が説明いただいた後に、きょうのような問題

点の話ですけども、そしたら、発注者は誰ですか、どこですかというて聞いた。発注者い

うのは、仕事の発注者いうのはお金出したところが発注者ですよ。それを聞くと、すぐ返

ってきたのは、それは特別目的会社、すなわちまんでがんパートナーズ、すなわち大成グ

ループ、すなわちＳＰＣ、そういうのが返ってきて、ええって言ってびっくりしたんです。 

 ということは、そういう認識があるんですわな、発注者はまんのう町じゃなくて。もと

はまんのう町でしょう。だけど、そういうときに出る言葉はＳＰＣ、ここが大きく問題点

でないかと思う。胸張って言うたわけやから、そのとおりにやってきたんでしょう。だか

ら、発注者はＳＰＣだと、担当の人は、そういうことが返ってきて、高級幹部の方はその

席にもおられたけど、おい、ちょっと待って、それ違うぞと言う人は誰もいなかった。だ

から認めとる話でしょう。今さらそれをどうのこうのいう話ではないんですけども、そう

いう認識のもとに今回は工事が進められてきたし、契約が行われてきたということ、これ

をもっとわかりやすく住民に説明していかないと、これはなかなか難しいというふうに思

います。 

 そういうことで、一番大事なのはこれらのことなんで、ひとつ、ようけは言えませんけ

ども、この前も参考人招致で１人来られとった統括マネジャー、そしたら、統括マネジメ
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ント業務はどういうことをするかいうたら、たくさんありますけど、一つ大事なのは、ま

んのう町とコミュニケーションを密にし、質の高いサービスを提供できるようにすると、

うたってますわな、そのとおりやと思うんですわ。まんのう町とコミュニケーションを密

にし、現在もまんのう町とコミュニケーションを密にするということ進んでおるというこ

と。やはり工事が、運動場の工事なんか全部終わってから管理運営が始まるというんじゃ

なくて、現在もう始まっとんですわな。というのは、電気の保安工事とか警備とか細かい

役割、もうはやもう全部進んでますわな、今。 

 だから、そういう中で、契約をどうするこうするいうたって非常にまた、次の次のまた

難しい問題が起きてきそうな気がしますけども、そうせざるを得んときにはそうせないか

んでしょう。だけども、そういうのを含めて考えていかなんだらいかんという時期がこれ

から選択せないかんということが来るということ、もう現にそういう管理運営が始まっと

るということですわな。電球一つ壊れたら、それを直すんはいうたら、先生が直すんじゃ

なくて、その管理運営しとる人が直すんだと、これ契約ですから、そういうことから始ま

っとるということが大事なわけでして、そういうことも含めて、そういうのはやっぱり子

供に知らせる、そしてまた住民にも知ってもらう、ＰＴＡにも知ってもらう、そういう形

でこれから２４年間を私たちが責任持って運営にもかかわりもしていかなんだらいかん。 

 そして、図書館利用するにしても、スポーツセンターまんのうのジムを利用するという

こと、私もできるだけ身近に感じようとして自分なりに努力をしてジムのメンバーにもな

りました。ちょうど３週間ほど前に新しくメンバーになって教えていただいたら、そした

ら、やっぱりすごいことですな、先ほどもちょっとオリンピック選手の話を横で誰やった

かされよったですけども、今は私らが子供のときとか、そういうときの運動方式じゃなく

て、それを今の基本的なことを教えてくれるんですな。私の会員番号は０２９９やったで

すから、３００人、次の人は３００人目ぐらいでしょう。思ったより、ちょっと今少ない

と思いますので、もっとこれをたくさんの人に使っていただいたらと思って話もするよう

にもなりますけど、やはり運動の筋肉のもっていき方も昔と全然違うと、今のやり方は、

昔はもう水飲まんとグラウンド走って何とかという、簡単に言うと、そういうやり方じゃ

ないということですな。ほんで、筋肉つけるのも、無理をしてではだめだと、自分の力の

７０％をコンスタントに何回かやるとかですな。そしてまた機械にしても、体重計の上に

乗ると、全ての血液の状態から何から全部わかるというような機械があるの、あれ見ただ

けでもびっくりしたですな。そういうのも、ちょっと話それそうですけども、そういうの

もかかわってみてですよ、そういうのが現在もう、そういう利用してからかかわっとる人

もおると、それと図書館も利用しとる人もおるという話の中で、これを解決していかない

かん。 

 それともう一つは、教育長言われた、私も心配しておりました子供に対する大人の不信

感、それを解決していかなんだら、一番大事な話ですわな。今年の春卒業した子も大変だ

ったですけど、今年の子のほうがまだ大変ですわな。新しい校舎には何とか入れたですけ
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ども、不安の中での勉強ですわな。そして体育館使えるかいうたら使えない、運動場もな

かなか、工程どおりにはいっきょんやと思うんですけども、まだいまだに運動場使えない。

そういう中で受験ということにもなっていくでしょう、３年生は。かわいそうな気もいた

しますけど、ぜひ、卒業までに何とか今まで以上に教育方針も力を入れていただいて、不

信感を払拭して、安心して卒業さすことができるように、もうこれ教育長にお願いするし

かないと思うんです。 

 そういうことでお願いしたいと思いますけども、教育長ばっかり責めてもいけませんの

で、今の話をさせていただいた中で、学校の経営と全てを預かる町長に今の私のお話につ

いて所見を述べていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  関議員さんの質問にお答えをいたします。 

 先ほど教育長からもお話がありましたように、子供たちが待ち望んで、また町民が待ち

望んでおりました、まんのう町スポーツセンター、明日、明後日にはのど自慢大会が開催

されるわけでありますが、そのような中でこういう事象が起こったということで、私も非

常に遺憾に思っております。 

 そして今後の対策でございますが、中のほうは何とか補強ができましたが、その他の分

についても非常に不審が残っております。そういったことで、早急に第三者機関を立ち上

げて調査に入り、早い時点で結果、調査報告書を出していただいて対応していきたいなと、

このように思っております。子供たちには、そういう事情があったということも全て話し

ていくというような教育長さんの考えでございますので、そういうふうにしていきたいな

と、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○関洋三議員  議長、次にいきます。 

○大岡克三議長  １番目の質問を終わります。 

 続いて、２番目の質問を許可いたします。 

 ６番、関洋三君。 

○関洋三議員  持ち時間、あと半分になりましたので、今からまた二つ目、三つ目と

させていただきます。 

 次に２番目の質問として、民生・児童委員さんを支えるシステムの構築についてお伺い

します。 

 民生・児童委員さんは、ことしの１１月３０日をもって３年の任期が終了です。続いて

務められる方、また交代される方といろいろだと思いますが、この任期で任務を終えられ

る方については、特に御苦労さまでしたと言いたいです。地域福祉の充実を図るためにな

くてはならないお仕事だと思います。地域でもお年寄りの名簿を管理できるのは、個人情

報保護法により、民生・児童委員さんしかおられません。それだけ地域住民が頼りにして

いるのが民生・児童委員さんです。 

 １２月より新しく任務につかれる方は大変でしょう。今年の春までに人事がもしわかっ
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ておれば、まんのう町社会福祉協議会支部の役員さんにもなっていただくところでしたが、

そうはうまくいきませんでした。しかしながら、これからは社会福祉協議会の支部活動と

は一体になって活動を願いたいと存じます。そして、地域の人たちは常に民生・児童委員

さんの仕事を支えてあげられる関係を構築することが大変望ましいことだと思います。民

生・児童委員さんが新しい仕事になれるまで、またなれたところでそれを維持させていく

ためにも、民生・児童委員さんを支えるサポーター的存在が欠かせません。早い話が、新

しい民生・児童委員さんをお願いするときに、勧誘の担当者が家を訪ねて十分に説明され

た文言を実際に実践できるようにみんなで協力していきましょうということでないかと私

は思います。 

 さて、今回、民生・児童委員さんの交代時期に、いま一度、地域福祉の見直しを図って

みてはどうでしょうか。またそのときに私たち住民はどのようにかかわっていけばいいの

でしょうか。民生・児童委員さんを支える新しいシステムの構築などはどのように考えて

おられるかお示しください。以上です。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。

○栗田町長  関議員さんの民生委員・児童委員を支える新しいシステムの構築などを

どのように考えているのかとの御質問でございます。 

 まず、民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、民生委員法

第１４条に定める職務を担い、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、

社会福祉の増進に努める方々であり、児童委員を兼ねています。児童委員は、児童福祉法

第１７条に定める職務として、地域の子供たちが元気に安心して暮らせるように、子供た

ちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談・支援等を担ってまいります。 

 また、民生委員・児童委員の協力を規定している法律や制度も多岐にわたり、生活保護

法や老人福祉法など福祉に関係する法律を初め、学校保健法施行令など教育分野おいても

民生委員・児童委員の協力が要請されています。最近では、児童、障害者、高齢者に対す

る虐待防止、自殺予防対策、災害時要援護者支援、振り込め詐欺防止等への協力支援に期

待が高まってきております。このことは、民生委員制度発足以来、多くの民生委員さんの

地道な活動が高く評価され、地域住民の深い信頼が培われたものでございます。 

 現在、まんのう町には６２名の民生委員・児童委員が活躍されており、地区別では、満

濃地区２９名、仲南地区１８名、琴南地区１５名となっております。任期は３年間で、本

年１１月３０日をもって全員の任期が満了いたします。今回の民生委員一斉改選におきま

しては、１５名の方々が退任することとなり、同数の方々が新たに民生委員・児童委員に

推薦されることとなります。 

 さて、関議員に御心配いただいております民生委員・児童委員が職務を実践する上での

支援につきましては、まずは、課題を解決し、活動のやりがいを高めていくことが重要で

あると考えております。 

 全国民生委員児童委員連合会活動強化方策には、民生委員・児童委員活動を「隣人とし
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て気がかりな人に声をかけ、家庭を訪問し、ドアをノックして話を聞く」と表現していま

す。しかし、民生委員・児童委員を対象とする意識調査では、こうした活動が負担や戸惑

いを感じるとする委員さんもあるとのことです。 

 その要因として、地域住民が民生委員・児童委員の活動を知らないこと。２番目に、個

人情報保護の壁に阻まれ、気がかりな世帯の情報が不足していること。かかわりを拒む人、

コミュニケーションがとりがたい人への対応。女性委員の男性宅への訪問、またその逆の

ケースの訪問のしづらさ。困難ケースにおいて、専門職との連携がないままで活動するこ

との不安などがあります。これらへの対策を一つ一つ考え解決していくとともに、成果や

活動に対する充実感、地域での高い評価など、やりがいを高めるために委員個人を積極的

に励ますことも大切と考えおります。 

 民生委員は、法律に定める地区民生委員児童委員協議会を組織し、お互いが理解と協力

のもと支え合う体制を確立しています。また、特定の委員が孤立し、負担が偏らないよう

な委員活動を支援するとともに、事例研究等の研修会を通じ、仲間の意見や先輩の経験、

専門職のアドバイスを聞くことができる場を設けております。 

 関議員から御質問いただきました、民生委員・児童委員を支える新しいシステムの構築

につきましては、今後、地区民生委員児童委員協議会とともに検討してまいりたいと考え

ておりまが、いずれにいたしましても、町社会福祉協議会、関係専門機関等との連協強化

を図りつつ、地域のきずなづくりを推進し、地域福祉推進体制を整備したいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○大岡克三議長  ６番、関洋三君。 

○関洋三議員  ありがとうございます。民生・児童委員さんの役割とか、どういうも

のかというのがなかなか知れ渡ってないという話も今答弁の中でありましたが、そのとお

りでありまして、これもある会で話をしておると、民生委員さんと児童委員さんは２人お

るんだという人も話が出てから、いや、そんなことない、これは一緒な人ですと、それと

また児童委員の主任児童委員さんというのもおられるし、何かそれがもうよいよややこし

いということ、主任児童委員さんは児童委員の専門的な主任児童委員さん、その人も民

生・児童委員さんと一緒になって活動しているので、なかなかそこがちょっとわかりにく

い。要するに、民生委員さんと児童委員さんは大臣から委嘱されて、そして地域の中で活

躍される方で大事な話なんです。 

 私どもの地区の方にも、その定数があって活躍していただいておる。ただし、７５歳を

超えてはできないとなっておるので、どうしてもかわらなければならない。それとまた、

家の事情でかわらなければならないという形で、今回も定数の半分以上の人が、パーセン

トで言いますと、半分以上の人がかわられる話があって、大変心配しとったんですけども、

１１月の時点で、普通であれば６月には内定するぐらいの話にはもっていくような流れだ

そうですけども、６月に決まってよかったんですけども、実は私も２０年ぐらい前に最初

に議員したときに、ある地区の方の、亡くなられたことがあって、急遽探さないかんとい
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うことで、大変難しかったということを記憶しとんです。 

 そういう中では、見つからない場合は、もちろん所管の担当職員の方が行って話をされ

るんですけども、それができない場合は、推薦委員会というのを設けて、とことん見つけ

るという形になったいうことを経験しとんですけども、大変なこと、いまだに覚えておっ

たので、今回も思った以上かわられるという話の中で大変心配しとったんですけども、今

回は担当者のすご腕の方がおられたんやと思うんですけども、説得されて新しい方が、も

う今の時点では十分内定されとるいうことを聞いて、それはよかったんですけども、ほか

の地区全部は私は掌握してませんけども、６２名ぐらいおられるということなんで、もう

民生委員さんを新しく選任するほど難しいもんはないんじゃないかと、特にこういう時代

になってくるとですな、本当にもう難しいんじゃないかなというふうに思います。 

 そういう中で一つ心配なことが社会福祉のですな、今、社会福祉保障の中の国民会議で

答申されておる、やはり要介護の１と２ですかな、あれがなくなるんじゃないかというよ

うなこと、これもう民生委員さんは全然関係ない話だけではないんですけども、そういう

話も出ておったりしてですな、大変地域福祉が難しくなると、それは何を当てにしとるか

いうたら、地方自治体に移譲されて、地域の住民資源とか、そういうこと、新聞に書いと

った文言ですけど、住民資源を利用してから、そしてかわってやっていくんだというよう

な話で、空想的な話でないかというふうに私は思うんですけども、そういう話もあったり

して、大変難しい状態になるんではないかと思っておりますけども、さしずめ、今答弁の

中では、サポートする体制も整えてやっていきますという話もありますので、しっかり取

り組んでいただきたいと思っております。 

 そして、社会福祉協議会の話も出ましたけども、もう一つ大事なのは、やはり自治会連

合会、自治会長、自治会長の二つ三つのエリアで民生委員さんが１人おられるという中あ

りますので、自治会長さんもその認識を持って一緒になってかかわっていくということが

大事じゃないかと思っております。 

 そういう話をさせていただいて、私の二つ目の質問を終わらせていただきまして、三つ

にいきます。 

○大岡克三議長  ２番目の質問を終わります。 

 続いて、３番目の質問を許可いたします。 

 ６番、関洋三君。 

○関洋三議員  それでは、最後になりますけど、最後三つ目の質問に入ります 

 まんのう町主催の敬老会実施について、参加率を上げるための工夫はどのように進めら

れているかをお尋ねします。 

 ２年前までは丸亀市内の大きなホールを借りて開催しておりました、まんのう町主催の

敬老会ですが、昨年からは内容を変えて町内を７地区に分けて実施しました。今年も昨年

同様に７地区に分け、それぞれの地区において実行委員会を設けて、地区独自の企画でや

ればいいことになっているようです。お金は出すから、あとはええようにやってというこ
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とでしょう。 

 予算配分はマイクロバスなどの運行経費と対象者の７５才以上の方全員に配る記念品と

なる１，００円の商品券は町が準備し、その他の経費として、琴南・仲南・長炭・吉野・

神野・四条・高篠の７地区ごとに一律、経費の１０万円、そして参加を希望する人数×２，

０００円の経費が地区への配分金額だと聞いています。このやり方は昨年とは異なるのが

ポイントです。昨年の予算額は出欠に関係なく対象者×８００円が地区への配分金額でし

た。昨年の参加率は約４割だったので、参加率に変化がなければ予算は昨年同様程度にな

る計算ですが、これに間違いないでしょうか。だとすれば、昨年の一律８００円から今年

の参加人数の２，０００円は、どう考えても参加率を上げるための方策だと気がつきます

が、その気持ちが対象者に本当に届いているでしょうか、また実行委員会の役員さんに理

解されているでしょうか。 

 お金に対する考え方は非常に難しいものがあります。お金でつられるように取られたの

では目的に反するでしょう。今回は昨年と違って参加人数での１人当たり２，０００円が

予算ですよとしておきながら、今回、なぜか敬老会の開催を取りやめた地区には、何と昨

年同様、対象者一律８００円を提供するという話を耳にしていますが、本当ですか。予算

額の決まりがちぐはぐで、意味がようわからない状態です。参加率を上げるのが単にお金

だけの問題でとまっているような気がします。どうも敬老会開催の理念がはっきりしてい

ないです。７地区に分かれる地区出身の町職員も一緒になって取り組んでくださいと昨年

の反省点ではそのようにお願いしていたと思いますが、その動きもいまだに感じられませ

ん。 

 敬老会は町主催です。当然、案内者はまんのう町長です。そして、町長が会長をされて

いるまんのう町社会福祉協議会が行っている事業の見守り・声かけ・ほっと安心事業にお

いても、敬老会対象者における出席確認などは、これにかかわる話です。どうも縦割り行

政に固執している面があります。 

 予算措置は福祉保健課ですが、敬老会の内容は単なる余興だけではなくて、災害時の要

援護支援や振込詐欺防止や交通安全対策や医療費の削減や健康体操など幅広い分野で、そ

れらを周知出来る機会ととらえてもいいんじゃないかと思います。 

 個人的な意見を述べての質問となりましたが、今年の町主催の敬老会において、その参

加率を上げるための理念はどのように考えておられるかをお尋ねいたします。以上です。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  関議員さんの質問にお答えをいたします。 

 敬老会への参加率を向上させるための理念、また工夫をどうよう進めているかとの御質

問でございます。 

 本年度の敬老会は、９月１日、琴南地区・東谷地区敬老会を皮切りに町内各地で開催さ

れることとなりました。今年度も昨年度同様、各地区実行委員会の皆様を中心に、地域の

皆様方の御理解と御尽力のもと着々と準備が進められてまいりましたことに対して、心よ
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 まず、今年度の敬老会事業実施要領について御説明いたします。 

 敬老会は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うととも

に、地域福祉活動の推進を図ることを目的といたしております。対象者は、町内に住所を

有する７５歳以上の方として、本年度は年齢基準日を９月１日から翌年４月１日に変更し、

対象者を拡大しております。事業主体は、昨年度同様、町内７地区それぞれの実行委員会

とし、創意と工夫により特色のある敬老会事業の実施をお願いいたしております。敬老会

事業は、敬老会開催事業と声かけ訪問事業の２事業を用意し、地域の実情を勘案し各実行

委員会に選択いただくことといたしております。 

 次に、事業費は各実行委員会の運営費に充てる実行委員会運営費、対象者全員に一律、

町商品券１，０００円分をお渡しする記念品費、敬老会開催事業費、声かけ訪問事業費に

区分しております。 

 実行委員会運営費は、満濃地区の五つの実行委員会については昨年度同様一律１０万円

とし、仲南地区と琴南地区は人口等地域の状況を考慮し、仲南地区２０万円、琴南地区１

６万円と変更いたしております。敬老会開催事業費は、敬老会出席者１人につき２，００

０円といたしています。昨年度は、対象者総数に８００円を乗じた額といたしておりまし

たが、参加率の違いにより、１人当たりの費用に大きく差が生じたことの是正措置として

変更したものです。声かけ訪問事業費は、地域の事情により敬老会を開催しない地区につ

き、全対象者に声かけ訪問を実施する経費として１人当たり８００円を支給するもので、

昨年度と同様の趣旨によるものでございます。 

 以上が各地区実行委員会代表者との協議により決定した実施要領でございます。このよ

うな検討を踏まえて課題が明らかになるとともに、参加率向上策や開催理念がより深まっ

てくるものと思っております。 

 関議員さん御指摘のとおり、敬老会開催地区におきましては４０％の出席率で、昨年度

と同額の事業費が町から支払われます。次に、町職員の敬老会へのかかわりについては、

庁内課長会を通じ、職員も町民の一人として地域行事に積極的にかかわり合いを持つとい

う観点から、地区実行委員会からお声かけがあれば進んで参加するよう要請いたしており

ます。 

 さて、本年度の敬老会参加者数でございますが、現段階におけます出席予定者数を報告

いたしますと、吉野地区１３７名、前年度比１６名、１２．４％の増。神野地区１２８名、

前年度比１１名、９．４％の増。四条地区２３６名、前年度比１２名、５．４％の増。仲

南地区５２９名、前年度比１０３名、２４．２％の増。琴南地区１５９名、前年度比７５

名、８９．３％の増となっております。 

 なお、長炭地区につきましては、本年度は声かけ訪問事業に変更とされております。高

篠地区ついては、敬老会の開催が１０月２７日となっており、出欠の取りまとめがもう少

し先になるものと思われます。 
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 昨年１２月議会の関議員さん一般質問でお答えいたしたところではありますが、今後の

敬老会のあり方を検討した結果として、昨年度において開催方法を大きく変更し、地区別

分散による敬老会を開催いたしました。結びつきの深い区域内で開催した成果として、触

れ合いと交流が生まれ、より身近な敬老会になったと参加された方々には喜んでいただい

たと聞いております。また、敬老会開催にお世話をいただいた皆様方からも達成感や満足

感がよく述べられていたと聞いております。加えまして、参加された皆様方のお顔を拝見

し、いろいろなお話し合いをすることにより、今後の見守り活動など共助を進める上で大

いに役立つ情報を得ることができたという成果も上げられます。 

 今後の予定といたしまして、敬老会事業が全て終了した後、地区実行委員会代表者会を

開催し、参加率の向上を含めた検討を行い、総合計画の基本方針であります協働のまちづ

くりを念頭に、次年度へつなげてまいりたいと考えておりますので、今後とも御理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

○大岡克三議長  ６番、関洋三君。 

○関洋三議員  大概は理解はできるんですけど、１点理解できないところが一つあり

ますので、再質問させていただきますけども、去年は一律８００円、それでことしは参加

した人には２，０００円あげるからという話なんで、そういう予算措置というのがようわ

からないと、予算措置といいますか、そういう考えがですね。そしたら、去年は何やった

ん。それはもう一つは、ことし敬老会しないところは、見守り、声かけで８００円出す。

それ最初にうととったんですか、うたってないでしょう。そういうこともできるのも、そ

ういう話が地域ごとに、要するに今話が出とるのは、やらなくても８００円もらえるんだ

と、去年同様に。そうしたら、ことし参加率を上げるために、参加した人は２，０００円

の、これ経費ですよ、参加した人に２，０００円渡すという話じゃなくて、２，０００円

の分を渡すんじゃなくか、経費としてそういう計算するという。じゃあ、もし１００％に

なった場合に、その経費あるんですかというような疑問がわきますけども、実際、それあ

るんでしょうか。それと、それがまた昨年同様に４０％になった場合に、大変お金残りま

すけど、それをどのように使うんですかと。 

 そういうことを考えるとですよ、どうも去年をよしとしたら、ことしを２，０００円に

したというのが何か住民にとって理解できない。また、理解しようとされておるんやとは

思いますけど、伝わってないというところがあります。よその地区、関係ないがいうたら

それまでですけど、そういうわけにもいかん。やっぱりまんのう町一緒ですから、そうい

う考え持って、あの地区はこの地区、そういうように考えると、やめた、敬老会は事情も

あったんでしょう。できなく、やめたところで、見守り、声かけに一律８００円出すんや

と、そういうところは、事務局を担っているのは職員のとこですな。職員というのは、公

民館に職員を置いてるとこ。それで、そういうところはもしほかの職員でないとこのほう

が多いわけですから、そういうところでそういう事例があったら、そういう話もっていけ

るか言うたって、なかなかそれは難しいと思いますよ。そういうところの差が出ていっと
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るなというような実感もいたします。 

 そういう話をさせていただいて、今の話の質問に対してわかりやすく答弁を求めたいと

思いますけども、担当の方、お願いしたいと思いますけが、よろしいでしょうか。 

○大岡克三議長  福祉保険課長、川田正広君。 

○川田福祉保険課長  関議員さんの再質問にお答え申し上げます。 

 まず、声かけ訪問事業を実施した場合の８００円でございますが、これにつきましては、

昨年もこの項目を設けてございました。町内７地区全てで敬老会を開催していただきたい

という気持ちはございましたが、全ての地区で調整が調ったわけではございません。調わ

なかったところにつきましては、声かけ訪問事業を実質やってございまして、そのものが

本年度も同じ要領でやったということでございます。これにつきましては、新年度に入り

まして、各地区の実行委員会の代表の方にお集まりいただきまして、協議の場を設けまし

て、私どもの要綱をお示ししたところでございますが、関議員さんの御指摘のように、声

かけ訪問８００円が、本年度も引き続きやってるということが伝わっていなかったという

ことは私どもの説明不足と考えております。 

 また、運営会費も今回変更したわけでございますが、見守り事業のみを行うところと敬

老会開催事業を開催したところが同じ１０万円でいいものかという疑問も現在出てきてお

りますので、このような課題を解決したいと考えておりますので、全ての敬老会が終了し

たときに、改めまして代表者の方にお集まりいただきまして、次年度に向けた課題解決を

図ってまいりたいと思いますので、どうぞ御理解いただきたいと思います。以上でござい

ます。 

○大岡克三議長  ６番、関洋三君。 

○関洋三議員  ちょっと質問した中でお答えがなかった点だけ、１００％の場合はど

のように考えられるんですか。参加率が、例えば１００％の場合。 

○大岡克三議長  福祉保険課長、川田正広君。 

○川田福祉保険課長  失礼しました。本年度の予算でございますが、昨年度の出席率

を見て予算化しております。満濃地区におきましては、３８％の出席率を見込んで予算化

しております。でございまして、それで予算しておりまして、現在、今年の予算が１，０

０１万５，０００円の予算にしておりまして、本年度の執行見込み額でございますが、琴

南地区につきましては、運営費含めまして８３万４，０００円、仲南地区１３８万１，０

００円、吉野地区３７万４，０００円、神野地区３５万６，０００円、四条地区５７万６，

０００円、長炭地区５６万４，０００円、高篠地区はまだ取りまとめが報告いただいてお

りませんのですが、昨年同様の１６５名の参加でございますと、４３万円となっておりま

す。 

 合計ですね、４５１万５，０００円、それと記念品費３６４万７，０００円を予定して

おりまして、合計８１６万２，０００円という現在見込みを立ててございます。以上でご

ざいます。 
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○大岡克三議長  再質問の答弁漏れでしたけども、再々質問はいいですか。 

 ６番、関洋三君、再々質問を許可します。 

○関洋三議員  私が言うとんは、全部のデータもええんですけど、例えば１００％近

いパーセントが出てきた場合、まだデータが出てないところもある地区もあるようですけ

ども、１００％出た場合でも、その予算はいけるんですかと、そういう考えを持っとんで

すかという話なんですけど。 

○大岡克三議長  福祉保険課長、川田正広君。 

○川田福祉保険課長  関議員さんの再々質問にお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、１００％の出席というのは想定してございませんでした。

先ほど申しましたように、前年度の出席率をもとに算出したものでございます。仮に関議

員さんのおっしゃられる１００％出席された場合は、当然予算不足に陥るということでご

ざいますが、現在のところ、先ほど申しました金額内におさまってございますので、本年

度につきましては、実施できるというふうに思っております。 

○大岡克三議長  以上で、６番、関洋三君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、白川年男議員の質問は一問一答方式での申し出があります。 

 ７番、白川年男君、１番目の質問を許可します。 

○白川年男議員  白川です。議長の許可をいただきましたので、今まで何人かが中学

校の問題、そしてあと時々私質問するんですけど、山林の活性化、その二つで私なりに調

べたことをもとに質問させてもろたらと思います。 

 最初、中学校のＰＦＩ事業の今後の対応について、２４年度末、校舎、体育館、図書館

と立派に竣工し、３月に卒業式、入学式、そして６月の図書館開所、そして今回のＮＨＫ

ののど自慢と、今回のこの事件さえなければ、本当に少しのさざ波程度はあったと思いま

すが、大成建設もまんのう町も順風満帆の船出だったかと思います。 

 ちょっといろいろきのう考えてみたところによると、昔、田中角栄の時代、ロッキード

裁判で榎本三恵子さんか、その奥さんの証言で「ハチの一刺し」という言葉がはやった時

代が、我々の世代だったら知っとるだろうと思います。 

 ところで、この事象を考えるにつけ、生徒のこの一蹴りで世界の大成も場合によっては

本当に信用を失墜するんでなかろうかとも思います。本当にこれがうまく解決することを

願うもんですけど、本当に困ったものと私自身も思っております。 

 今月、９月３日の特別委員会の席に総括マネジメントのトップ、品部さんが説明に参り

ました。彼は、一生懸命に丁寧には説明してくれましたが、自分の立場とか職責を考える

ことなく、我々の質問に反省の気持ちそっちのけと言えば語弊があるかと思いますが、た

だ、言いわけの繰り返しのようにも聞こえましたし、議員さんの中には、さぞかしうんざ

りした方々も多かったのではなかろうか。もちろん立場上、あなた様の言うのがごもっと

もです。そうも言えないことは重々私もわかっておりました。そこで、彼ももう少し反省
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の念を持って、よくこういう席で使うが真摯な説明をしてほしかったと思います。 

 それにしても、ケイカル板９ミリを張るべきところを６ミリにしたり、下地の胴縁のス

パンの問題、また設計図と竣工図と現況が大変違っていることは誰が見てもあきれるばか

りです。私も時々、水道工事や舗装工事の手伝いにいくことがあります。そのときは監督

さんは、本当に特に後で見えなくなるところは必ず写真を撮って残しております。こうい

う光景をよく見かけます。これは建設工事の基本中の基本とも思われます。このことがで

きてないっていうことは、本当に言語道断というか、あきれるばかりです。 

 しかし、私の知り合いで、この工事に携わった本当に真面目な仮枠大工さんなども何人

か来ておりました。彼は日曜も工場のほうへ出向いて、そして明日のための材料を確保し、

期日に間に合わすために、夏場の暑いときでも汗水をたらして、ひたむきに頑張った職人

の一人だったと思います。ほとんどの人がこのような技術者だったと私は確信しておりま

す。 

 私事で恐縮ですが、以前、私の家を建てたとき、ある若い大工さんがいつも来ておりま

す。朝は早く３０分前には来て、帰りは１時間ぐらいずっと遅くまで、きれいに掃除をし

て帰っていたことを思い出させます。 

 技量、また弁舌ももうひとつというところもありましたが、真面目に本当に一生懸命仕

事をする姿は美しいものです。たとえ工事が終わって、柱に少しの傷が入っていても、完

成した暁には、よくやってくれた、ありがとうとお礼の言葉を言ってお祝いの酒もくみ交

わしたものです。 

 もとに返るが、この大成建設には、真面目に、ひたむきに、基本に根差した、そして人

に真摯に対応し努力すると、こういう社風がもしかしたら少し欠けて、そのようなことは

なかろうと思いますが、私なりに少しは欠けていたんでなかろうかと思われます。 

 そこで、最後結論に入りますが、以下、三つの項目について町長の所見を伺いたいもの

です。 

 一つ、体育館の破損についてのこと。そして、今後、体育館以外についてどのように点

検、調査していくのかと。このような設計違反をして、さらに２５年の長期にわたって大

成に委ねることは本当にできるもんかと、そこらについて、今までも答弁は返ってきてい

ますが、町長も疲れとるとは思いますが、再度答弁をお願いしたらと思います。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  白川年男議員の御質問にお答えをいたします。 

 まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業で整備した町民体育館の

破損については、完成間なしでのことで非常に残念に思っております。また、本町に説明

のない設計変更がなされたという事実も、信頼を寄せておりました、まんでがんパートナ

ーズの姿勢に疑問を持たざるを得なくなりました。 

 今回のＰＦＩ事業で建設した全ての施設について、実際の建物が図面どおりにでき上が

っているのかどうか、議会と協議をしながら、早急に調査をしてまいりたいと考えており
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ます。また、要求水準どおりの業務が実施されていたかどうかについても検証をしなけれ

ばならないと考えております。 

 契約に関しましては、この調査結果をもとに、このような事態になった原因を究明いた

し、対応いたしたいと考えており、先ほどの大西豊議員さんへの答弁でも申し上げました

が、本町にとりまして、どのようにするのが最も得策であるのかということを一番に考え

る所存でございます。いずれにいたしましても、できるだけ早い時期に第三者の専門機関

に調査を依頼し、調査報告書を上げてもらうのが一番先決であるというふうに思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  ７番、白川年男君。 

○白川年男議員  まず、２５年の契約、これについてはもちろんこれからの調査の中

で考えていくことと思いますが、私が思うのは、この契約の中に、この間も出していただ

きましたが、いろいろ小学校とか公民館とか、その辺全部、５０カ所に余っての施設の点

検、そういうのが含まれておると思うんです。だから、その辺を含めて、できたら、その

辺については、もちろん契約やから、そのとおりせないかんかと思いますが、これからの

この事件の推移の中で、契約を少し短目にするとか、その辺の部署の点検とかいうのは、

地元の業者さんにお願いするような折衝、その辺はまんのう町のほうとまんでがんパート

ナーズ、その辺と交渉、その辺についてどのようにお考えか、お願いします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  白川議員さんの質問にお答えいたします。 

 ２５年の契約についてでございますが、これにつきましても、先ほど申し上げましたよ

うに、まず一番には、事実関係の調査をするのが一番でございます。その調査結果に基づ

いて、今後どのようにしていくかということをまた検討していきたいと思っておりますし、

一括管理につきましても、今回のまんでがんパートナーズでも、できる限り地元業者を使

うということで契約をいたしておりますので、そのことについても十分検討してまいりた

いと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  ７番、白川年男君。 

○白川年男議員  ５月末に何ぼだったか支払いしましたが、その前に壁の破損とか、

そういうの出ておったかと思います。そら、後になってどうこういうのは、事がこんなに

大きくなろうとは私も想像もしてなかったんですけど、ほかの議員さんからの質問もあっ

たかと思いますが、あの辺は全額払わないほうがよかったんでなかろうかと、それは済ん

だことを言うても後の祭りで仕方ないと思いますが、今後については、その辺十分状況を

見て、そして、もし普通、我々の家であれば、そういう、あるところが十分できてなかっ

たら、全部は払わんのが世の常でなろうかと思いますし、ましてや私が思うのは、公金、

皆さん方の町民の税金であるんだから、なおさら慎重に使わなければならんのじゃなかろ

うかと思います。その点について、話は前にもあったと思うが、再度、その公金の使い方

いうんか、今後もどんどん払っていかないかんだろうと思いますが、その辺について所見
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をお願いしたらと思います。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  白川議員さんの再々質問にお答えをいたします。 

 ＰＦＩ事業につきましては、まだ全てが完了しておりません。今現在、校舎の解体が終

わって、今後グラウンド整備もかかっていきますので、今後支払いの件も出てまいります

が、今後の調査結果を踏まえ、また議会と十分相談をして、支払いの面も考えていきたい、

やっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  １番目の質問を終わります。 

 発言中でありますけども、お諮りをいたします。 

 本日の会議は２４時まで時間延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大岡克三議長  異議なしと認めます。 

よって、本日の会議は２４時まで延長することに決しました。 

 続いて、２番目の質問を許可いたします。 

 ７番、白川年男君。 

○白川年男議員  ２番目の質問に入らせてもらいます。 

 先ほど川原議員が農業の問題についていろいろ質問がありましたが、私も時々、山林の

問題についても質問してまいりました。前々回、その前と山林の再生について一般質問を

しました。先般、８月１５日の読売新聞に、「自伐林業で地域再生」という記事を参考に、

本町にも取り入れられるヒントがあるのではないかと考察し、私、高知のほうへもちょっ

と視察に行き、その辺について、あと町長の所見を問う次第です。 

 この人、中嶋健造さん、これはこういう本も出しております、高知県生まれの５１歳、

専門学校を卒業し、明治学院大学を出て、ＩＴ、すなわちコンピューター会社勤務後、多

分４０歳ぐらいで郷里、高知の伊野町、紙の町ですね、伊野町へ帰り、森の再生に命をか

けて、今や全国を駆け回り、自伐林業による地域おこしを提言してきました。そして、Ｎ

ＰＯ法人土佐の森・救援隊を立ち上げ、彼の革新的な提案は中央省庁でも注目され、今や

林業界の坂本龍馬の異名も取りつけております。日本の国土の６７％は森林、特にまんの

う町は森林が多くございます。町面積１９２平方メートルの７割が森林とすれば、１万９，

２００ヘクタールの７割として１万３，４４０ヘクタールとなり、彼の試算によると、１

００ヘクタールから１５０ヘクタールで３人から５人の作業をすれば、本町では４００人

に余っての雇用も生まれることになります。 

 そこで、ちょっと自伐林業とは、この辺の資料に載ってますけど、限られた山から持続

的に収入を得ていく林業、したがって、森や木の質の向上を目指し、単価を上げる手法で

す。その結果、良質の森がつくられ、土砂災害防止になり、水源涵養など環境保全型林業

と言えます。 

 そして、非常にこの人が推奨しているのは、投資効果を考えて、二、三百万、多くて５
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００万ぐらいまでで、もちろん木が相手ですから、チェーンソー、それから中の運搬者、

木を出すのに運搬者が要る。それから木をつかむのに小型ユンボ、２トントラック、それ

から軽架線、そういうなんで二、三百万と、そして生産性と日当、これもこの先生が詳し

く計算していますけれども、年間１００日から１５０日ぐらいで二、三百万の収益を上げ

ると。それから、ここにも書いてありますけど、サラリーマンの休日林業、お勤めしなが

ら日曜日に山へ行って、山の手入れなり木を出したりして、二、三百万収益を上げると、

そういうことをうたっております。もちろん香川県と高知ではあれが違いますから、それ

は一概に香川県に持ってくるのはちょっと飛躍があろうかとは思いますが、そして、その

森林の必要な面積は、１人であれば３０ヘクタールぐらいをメンテナンスすればずっとい

けると。それから、１人いうたら、やっぱり危険が伴うので、３人から５人であれば、そ

の３倍ぐらい、１００ヘクタールから１５０ヘクタール、このように自伐林業、これを非

常に推奨しております。それを本町にすぐ取り入れるいうんでもないんですけど、まあま

あ、こういういいことは、お隣の立地条件が違うじゃないか言うけど、高知ぐらいだった

らすぐ行けますんで、また皆、時間があれば紹介しますから、行っていただいたらええん

じゃなかろうかと思います。 

 そして、こういうのをやはり、私いつも言いますが、この辺をドライブいうんか、車に

乗ってみても、農地は割ときれいになっております。そしてイノシシが出るいうのも山林

の整備が、昔はそんなにイノシシも出てなかったと思いますが、やっぱりもう少し山林を

上手に活用することも大事なし、この人いわく、香川県は西部森林組合とか東部森林組合、

その人に丸投げしとるから、だから山はもうお金にならんのやと、そういう考えが根底に

あるから、香川県はもひとついかんのやと。ほんだけん、中嶋さんは、香川県飛び越えて

岡山へ行ったり、出雲、あちらのほうへ行ったり、それから奈良のほうへ行ったり、ある

ときに香川県の県庁へ行っていろいろ話して、三木町のほうでも話したんですけど、もひ

とつ、そういう県とのタイアップとか、その辺がもひとついってないんで、なかなか香川

県いうとこは難しいんで、手がけるんだったら、この先生いわく、まきボイラー、新潟の

あるメーカーがまきボイラーしとんですと、それを公共施設とか、そういうとこへも使っ

て、それから手始めにするのが一番いいんでなろうかとも、この中嶋先生と話しよったら、

そういうことも言われましたんで、その辺を含めて、まんのう町の所見をお願いしたらと

思います。以上です。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  白川年男議員の御質問にお答えをいたします。 

 まんのう町の面積の約７割、１万３，３６０ヘクタールが森林であり、国・県の補助、

また町も上乗せ補助を行い、造林事業等森林整備を推進しておりますが、広範囲であり、

住民の生活に密着した里山から林業生産活動を行う森林、自然公園的森林など、それぞれ

の地域性に合った森林整備が必要と考えております。 

 白川議員さん提案の自伐林業につきましては、自分の持ち山で伐採から搬出・出荷まで
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自力で行うものでございます。自伐林家で専業で成り立っているのは３０ヘクタール以上

所有されているようでございます。まんのう町の場合、農林業センサスによると、約７割

が５ヘクタール未満の所有林家となっております。自伐林業をするには、労働力、機械設

備などの確保が必要であり、また所有面積が少ないことから、作業道については、自己所

有地だけでは敷設が難しく地域での話し合い、合意が必要であります。そのため、町内で

は地域の実情を把握されている西部森林組合、仲南町森林組合を中心に森林整備が行われ

ております。琴南地区におきましては、林業推進委員会も開催され、県からの事業説明や

事業要望についても西部森林組合で取りまとめをしていただいております。 

 所有面積や労働力などからして、個々では難しい状況でありますので、地域での合意形

成、取り組みを進めるために、今後とも森林組合が中心となり森林整備をお願いしたいと

考えております。搬出間伐や里山整備を推進するために必要な機械導入などについても、

組合への支援策を検討したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  ７番、白川年男君。 

○白川年男議員  今、３０ヘクタールと申しましたが、もっと少のうても、もちろん

ええんでなかろうかとも思いますし、それから、あと、この本にも書いてありますけど、

仁淀川町、仁淀川の上流に仁淀川町という町がありますけど、ここがおもしろいことをし

ておるんで、それだけちょっと紹介して。商工会が町だけで、すなわちここで言うたら、

まんのう町に使える木を、何ぼか出したら、トン当たり３，０００円分の通貨を出した人

にいただけると、そしてそれを、商品券ですわ、町内で使える商品券、そういうおもしろ

い施策も仁淀川町ではしておるようです。ほんだから、一朝一夕にこのようなことはでき

んとは思いますが、今ごろ、農業でも、農業してる人はちょっとした軽トラはまず持って

ます。それから場合によったらバックホウ、それも持っておる人が多々あります。だから、

もうほとんど費用は要らないわけです。それこそ、まんのう町の温泉、軽トラで一杯持っ

ていったら、入浴券５枚くれるいう、そういう制度も、あるところでもしておるようです。 

 そういうなんで、これから誰しも若くはならんので、健康のため、あるいはそういう山

の手入れ、そういうなんで里山、近くの山を手入れするいうこともええんでなかろうかと

思うんで、まあまあ、こういうことを町のほうでも、まず私が、隗より始めよいう言葉も

あるから、その辺はやってみたらおもしろいなとも思います。 

 そういうなんで、こういうのがあるいうことを紹介して、一度は高知のほうへも出向い

て、また、その先生も岡山やあっち行くときに招聘して話を聞いてもろたらええんでなか

ろうかと思います。これについて答弁は結構です。以上です。 

○大岡克三議長  以上で、７番、白川年男君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 なお、白川正樹議員の質問は包括方式での申し出があります。 

 ４番、白川正樹君。            （三好勝利議員退席 午後４時１３分） 

○白川正樹議員  議長の許可を得ましたので、通告に従い一般質問を行います。また、
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ふれあいチャンネルをお聞きの皆様、午後４時を過ぎました。朝から聞いている方、途中

から聞いている方にお知らせします。今回の９月定例議会は、今まで８人の議員がそれぞ

れ、まんのう町をよりよくするために１５の質問を町執行部に行いました。私が最後で９

人目になります。もう少しで終わりますので、最後まで聞いて下さい。 

 今回、私の質問は１問だけです。内容は「仲南・生間地区の文教施設を有効に活用する

ことについて」です。通告書には「生間地区文教施設」としていましたが、正確には生間

地区、帆山地区両地区にまたがっている文教施設です。旧満濃町、旧琴南町の方にはわか

りにくい場所かもしれませんが、生間・帆山の境界付近には文教施設が集中しています。

毎年秋に開催される仲南地区文化祭の会場付近です。この場所には、建物として仲南支所、

町民ホール、仲南農村環境改善センター、仲南中央公民館、仲南小学校、仲南武道館、仲

南東保育所があり、屋外施設として町民プール、サンスポーツランド仲南、テニス場、そ

して利用する機会がほとんどなかったゲート場等があります。この一画に、午前中、三好

議員が質問したように、仲南東保育所と仲南北幼稚園と仲南東幼稚園を統合して仲南地区

幼保一元化施設を建設する予定です。この施設は、答弁にもあったように検討委員会を既

に立ち上げていて、ハード面、ソフト面で両方から研究しているようであります。 

 さて、統合した後の東保育所、北幼稚園、東幼稚園の建物をどのようにするのか、余り

使用していないと思われる農改センターの２階の有効利用の方法とか、一昨日のように大

雨が降れば、仲南地区の避難施設に指定される中央公民館ではありますが、耐震工事は行

われていません。耐震工事をするのかしないのか、しないで取り壊すのか、取り壊すので

あれば、中央公民館の機能をどの建物に移転するのか、屋外施設の関係では、支所と中央

公民館の間に進入路があります。中央公民館と小学校給食場の間にもサンスポーツランド

とテニス場に行く進入路があります。初めてか、なれない方は、進入路が２カ所あるので、

どちらを利用したほうが便利なのかわかりにくいようです。町民プールは取り壊し、跡地

は駐車場の計画があると聞いています。 

 以上のことを考えて質問します。全体的な視野に立って総合整備計画を検討する機関を

設置しているのか、設置していないのか、お尋ねします。よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  白川正樹議員の御質問にお答えいたします。 

 総合整備計画を検討する機関を設置しているかとの御質問ですが、現在計画しておりま

す仲南幼児教育施設は、昨年度、仲南地区幼児教育検討委員会におきまして、建設場所を

サンスポーツランド仲南のゲートボール場、芝生広場及び駐車場の一部とし、その駐車場

の代替地として現在の仲南小学校プールを活用することが望ましいと検討結果が出ており

ます。 

 また、隣接しています仲南公民館は昭和５０年に建設され、４０年近く経過をいたして

おります。構造は鉄筋コンクリートの建物ですが、施設の老朽化が著しく、一部では漏水

や剥離も見られ、将来的には大規模改修が想定されます。もちろん耐震基準にも満たして
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おらず、今後の対策について検討が必要であります。 

 以上の点で、仲南支所周辺が今後大きくさまがわりする可能性もあり、白川正樹議員の

御質問のとおり、仲南支所周辺の整備計画につきまして、総合的に計画・協議し、将来支

障が出ないように十分検討する必要がございます。 

 そこで、仲南幼児教育施設の建設及び老朽化しております仲南公民館を初め、その他の

関係施設を含め仲南支所周辺整備の計画書の策定に当たりまして、地域住民の意見を反映

するために、地域関係者を中心とした仲南支所周辺整備検討委員会を平成２５年７月２９

日に設立をいたしました。第１回の協議では、現仲南小学校プール用地を駐車場としてど

のように活用するのが望ましいか協議を行い、第２回では、仲南公民館の今後の対策につ

いて協議を進めております。 

 なお、仲南公民館につきましては、仲南支所及び仲南農村環境改善センター施設の有効

利用も視野に入れながら考えていきたいと思っております。今年度中には検討委員会より

仲南支所周辺整備計画について検討結果を提言していただく予定となっております。 

 いずれにいたしましても、町といたしましては、仲南支所周辺には学校を含め公共施設

が隣接し、仲南地区の中心的な場所となっておりますので、今まで以上に活気あふれる、

また町民の方々が利用しやすい場所となるように努めてまいりますので、御理解賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  ４番、白川正樹君。   （三好勝利議員着席 午後４時１６分） 

○白川正樹議員  それでは、ちょっと聞きます。 

 検討委員会はできているようですので、今からいろんなことを検討してもらいたいと思

います。そのときにですね、先ほども言うたんですけれども、進入路が２カ所ある地点で

すね。そして、支所と中央公民館の間の進入路は、冬雪が積もれば、進入路は危険で通れ

ません。そういうことも含めて、また検討委員会で検討してもらいたいと思います。 

 それとですね、中央公民館の前には今きれいな桜の木が植わっております。春になれば、

きれいな桜が咲くんですけれども、あの近くに幼保一元化施設ができるということなんで

すけれども、桜の木をどうするのかとか、それからプールの跡が駐車場になる予定と今聞

きましたけれども、今ある駐車場もそうなんですけれども、駐車場は平面にしてですね、

今ある駐車場と次できる駐車場を段差みたいなのをつくらなくて平面にするとか、そうい

うことも検討課題の中に入れてもらいたいと思います。 

 それとですね、これはちょっと余り検討委員会と関係ないんですけれども、お正月に消

防団員があそこで出初式を行うんですけれども、その横にはテニス場があります。それで、

厳粛な式典をしているときに、テニス場から声が聞こえるんですけれども、式典をしてい

る間だけでも、あそこの使用を中止するとか、そういうふうな配慮できる職員はおらない

のかということをちょっと感じましたので、つけ加えておきます。 

 後でまた失敗だったなと言われないような立派な建物や屋外施設をつくってほしいと思

います。お願いしたらと思います。以上です。 
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○大岡克三議長  仲南支所長、和泉博美君。 

○和泉仲南支所長  白川正樹議員さんの再質問にお答えいたします。 

 まず１番目の質問といたしまして、２カ所ある進入路をどうするかという質問ですけれ

ども、現在、町道生間線から仲南支所、仲南公民館、仲南東保育所及びサンスポーツラン

ド仲南への一般車利用の進入路は２カ所の進入路があります。１カ所は、仲南小学校と仲

南公民館との間を通る進入路で、対面通行の道路となっております。もう１カ所は、仲南

支所と仲南公民館の間を通る進入路、この進入路も一応対面通行の道路となっております

が、この進入路は駐車場まで上ったところで変則の三差路となってございます。そのため

に見通しが悪く、通行に支障を来しているときがございます。また、今後、仲南幼児教育

施設が開園し、送り迎えの車両がふえますと、事故が起こる可能性も十分考えられますこ

とから、今後、進入路におきましても検討委員会で協議をしていただくように考えており

ます。 

 ２番目の公民館の前の桜の木をどうするかという御質問ですけれども、今後新たに建設

されます仲南幼児教育施設によりまして、駐車場の形態も変わってくると思われます。そ

れで、その桜の木におきましても、その整備計画を検討委員会で協議しますので、その中

を含めて、一応協議したいと考えております。 

 続きまして、３番目の新しくできる駐車場、東小学校のプールの跡地を駐車場として利

用するときに平面的にできないかという質問でございますけれども、現仲南小学校プール

を一応駐車場として利用するのですけれども、検討委員会の協議の中におきまして、現在

の仲南支所駐車場等有効活用を考慮して一体的に利用できる駐車場にすることで一応検討

委員会で決定しております。 

 ４番目の消防団の出初式のテニス場の使用で違和感があるということなんですけれども、

これに関しましては、関係各課と協議いたしてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○大岡克三議長  ４番、白川正樹君。 

○白川正樹議員  あの一帯は多分、形態が変われば動線が変わって、車の行き来が多

分、今とまた変わってくると思いますので、交通事故が起こらないようにとか、初めて来

るとか、なれてない人がもしもあそこへ来た場合に、迷わないように自分の目的地へすぐ

行けるような看板とかいろんなことを、一番初めて来る人のためを思って、そういう建物

とか看板とかをつくってもらいたいと思います。以上です。 

○大岡克三議長  仲南支所長、和泉博美君。 

○和泉仲南支所長  今の仲南支所を含めてですね、仲南公民館の入り口がわからない

と、進入路が。それにつきましては今後また、検討委員会でも一応協議事項には上げたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大岡克三議長  以上で、４番、白川正樹君の発言は終わりました。 

 以上で、一般質問を終わります。 
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 本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、次回会議の再開は９月２０日、午前９時３０分といたしたいと思います。本議場

に御参集を願います。 

 本日はこれで散会いたします。 

散会 午後４時４９分 
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